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本 学 の あ ゆ み 

本学の歴史は、女子教育が黎明期を迎えたばかりの明治 19 年に「女子の社会的地位を高めるに

は、専門の職業を身につけ、自活の能力を得させなければならない」と、宮川保全、鳩山春子ら女

子教育の先覚者 34 名が､共同で「共立女子職業学校」を創立した時にさかのぼる｡「共立」という

校名は､この共同の設立に由来する｡ 

そこでは、専門の職業活動に必要な学術技能を教育することが中心となったが、同時に、女子が

自立するために必要な教養を習得させることがめざされたのである。したがって、本学建学の精神

は、女性の社会的地位向上のための、自活の能力の習得と自立した女性として必要な教養の習得で

あったといえる。やがてこの建学の精神から「誠実・勤勉・友愛」の三つの徳目が生まれ育ち、本

学の伝統的精神のよりどころとなった。昭和３年、「共立女子専門学校」が設立されたが、そこで

もこの建学の精神は受け継がれ、社会に多大な貢献をした。 
 
第二次世界大戦の激動期を経て、日本は世界の平和と人類の福祉のため、文化国家建設に全力を

注ぐことになった。教育面では学制改革が行なわれ、それを機に、本学においては、昭和 24 年、

家庭生活についての実際的な専門的知識と社会人としての広い視野とをもつ人間の育成をめざし

て、「共立女子大学家政学部」を発足させた。さらに 28 年には、文学と芸術の世界を広く深く理解

できる人間の育成をめざして、大学に「文芸学部」を開設した。平成 2 年には、日本社会の国際化

に対応し、豊かな国際感覚をもち、国際化した社会で積極的に活躍できる人間の育成をめざして、

「国際文化学部」を八王子キャンパスに開設。19 年度からは、家政学部に新たに「児童学科」を開

設し「生活美術学科」を「建築・デザイン学科」とし、文芸学部は従来の文学と芸術を学ぶ特徴を

生かしながらメディアという視点から「文芸学部文芸学科」を、国際文化学部は社会科学系の科目

を充実させて「国際学部」として再編した。 
 
また短期大学は、昭和 25 年に「共立女子大学短期大学部家政科」を設置したことに始まり、昭

和 28 年には実務的・実際的知識と教養とを身につけた人間の育成をめざして、短期大学部に「文

科第一部」「文科第二部」を開設した。昭和 48 年、「共立女子大学短期大学部」は「共立女子短期

大学」と改称され、短期大学としてのまとまりある教育・研究体制が整えられ、現在では「生活科

学科」「文科」および平成 16 年度に設置された３年制の看護師養成課程である「看護学科」を加え

た３学科体制をとっている。平成 19 年度には、「文科第二部」の募集を停止し、「文科第一部」を

「文科」と改称した。 
 
大学院は、昭和 41 年に「文芸学研究科」（修士課程）を、55 年に「家政学研究科」（修士課程）

を、さらに平成６年に「比較文化研究科」（修士課程）を設置し、また同年には「家政学研究科」

に博士後期課程として「人間生活学専攻」を設置した。平成 23 年からは家政学研究科（博士前期

課程）に「建築・デザイン専攻」と「児童学専攻」を新たに設置し、「比較文化研究科」を募集停

止し「国際学研究科」を設置した。これら大学院は、高度の学術研究・教育機関として、さらに拡

充することをめざしている。 
 
本学では、昭和 54 年に都心に位置する神田一ツ橋キャンパスから、さらなる教育環境の充実を

図るため、八王子に新キャンパスを設けた。八王子キャンパスは、長年にわたって本学の教育拠点

のひとつであったが、かねてより大学・短期大学将来構想委員会では、教育機能の一層の充実をめ

ざして、神田一ツ橋キャンパスを中心とした集中型教育の導入を検討、教育内容および教育方法の

改革を含めた環境整備を行い、平成 18 年度より神田一ツ橋キャンパスへの集中化の実施に取り組

み、平成 19 年度より大学・短期大学の授業が神田一ツ橋キャンパスで実施されることにより、学

部・学科の枠を超え、教養教育の全学共通化を実現することとなった。 
 
いまや我々をとりまく社会の高度技術化、国際化、情報化等の進歩はめざましいものがあり、卒

業生には社会の各分野で主導的・積極的に活躍する場が開かれている。 

社会の求める高度な能力とともに、本学の建学の精神にもとづいた、豊かな人間性を備え、確かな

価値観を身に付けた女性を世に送り出すことが本学のめざす目標であり、本学の教育の方針である。 
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年 月 日 事     項 

明治19．３． 22 共立女子職業学校創立 

大正14．４． １ 共立女子職業学校専門学部設置 

昭和３．10． １ 共立女子専門学校設立 

昭和24．４． １ 共立女子大学家政学部（被服学科・生活学科）及び別科設置 

昭和26．３． 31 別科廃止 

昭和28．４． １ 文芸学部設置 

昭和37．４． １ 家政学部被服学科を服飾学科と改称 

昭和41．４． １ 

 

大学院文芸学研究科（演劇学専攻、英文学専攻）設置 

家政学部生活学科に食物学専攻、管理栄養士専攻設置 

昭和43．４． １ 

 

家政学部に生活美術学科設置 

生活学科を食物学科と改称、服飾学科を被服学科と改称 

昭和 45．４．１ 

 

 

 

定員変更 

家政学部被服学科（60 名→80 名）食物学科管理栄養士専攻（30 名→50 名） 

生活美術学科（60 名→80 名）文芸学部文学専攻（60 名→250 名） 

芸術学専攻（40 名→50 名） 

昭和51．４． １ 大学院文芸学研究科に日本文学専攻を増設 

昭和55．４． １ 大学院家政学研究科被服学専攻、食物学専攻設置 

昭和62．４． １ 

 

定員変更 

家政学部食物学科食物学専攻（30名→40名）食物学科管理栄養士専攻（50名→40名）

平成２．４． １ 国際文化学部設置 

平成３．４． １ 

 

 

 

臨時定員増 

家政学部被服学科（80 名→100 名）食物学科食物学専攻（40 名→50 名） 

生活美術学科（80 名→100 名）文芸学部文学専攻（250 名→320 名） 

芸術学専攻（50 名→80 名） 

平成４．４． １ 

 

臨時定員増 

国際文化学部国際文化学科（200 名→250 名） 

平成６．４． １ 

 

大学院家政学研究科に人間生活学専攻（博士後期課程）を増設 

大学院比較文化研究科比較文化専攻（修士課程）設置 

平成８．４． １ 

 

定員変更 

家政学部食物学科食物学専攻（40名→30名）食物学科管理栄養士専攻（40名→50名）

平成12．４． １ 

 

 

 

 

 

 

家政学部食物学科を食物栄養学科と改称 

生活美術学科に美術専攻と建築専攻を設置 

定員変更 

家政学部被服学科（80 名→90 名）食物栄養学科食物学専攻（30 名→35 名） 

生活美術学科（80 名→美術専攻（45 名）建築専攻（45 名）） 

文芸学部文学専攻（250 名→270 名）芸術学専攻（50 名→80 名） 

国際文学部国際文化学科（200 名→225 名） 

平成13．４． １ 文芸学部に文芸メディアコースを増設 

平成17．４． １ 

 

 

定員変更 

家政学部食物栄養学科食物学専攻（35名→45名）文芸学部文学専攻（270名→250名）

芸術学専攻（80 名→100 名） 

平成19．４． １ 

 

 

共立女子大学家政学部「建築・デザイン学科」（生活美術学科は募集停止）及び「児

童学科」、文芸学部「文芸学科」（文学専攻及び芸術学専攻は募集停止）並びに「国

際学部」（225 名→250 名）（国際文化学部は募集停止）を開設。 

平成23．４． １ 
大学院家政学研究科に「建築・デザイン専攻」、「児童学専攻」を設置並びに「国際

学研究科」（比較文化研究科は募集停止）を開設。 
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共立女子大学大学院の人材養成目的 

 本大学院は、学術の理論および応用を教授研究し、その深奥を究めるとともに、高度の専門性が求められる職業

を担うための深い学識および卓越した能力を培い、社会に広く貢献する、自立した人材を育成することを目的とす

る。 

本 学 の 組 織 

共立女子大学大学院 

被 服 学 専 攻（博士前期課程）  

食 物 学 専 攻（博士前期課程）  

建築・デザイン専攻（博士前期課程）  

児 童 学 専 攻（博士前期課程）  

家政学研究科 

人間生活学専攻（博士後期課程）  

 日本文学専攻（修士課程）  

文芸学研究科 英 文 学 専 攻（修士課程）  

 演 劇 学 専 攻（修士課程）  

国際学研究科 国 際 学 専 攻（修士課程）  

共立女子大学 

アパレル情報コース 

染織文化財コース 被 服 学 科 

造形デザインコース 

食 物 学 専 攻 
食物栄養学科 

管 理 栄 養 士 専 攻 

建 築 分 野
建 築 コ ー ス 

インテリア分野

プロダクト分野
建築・デザイン学科 

デ ザ イ ン コ ー ス 
グラフィック分野

家 政 学 部 

児 童 学 科  

日本語日本文学コース 

英語英米文学コース 

フランス語フランス文学コース 

劇 芸 術 コ ー ス 

造 形 芸 術 コ ー ス 

文 芸 教 養 コ ー ス 

文 芸 学 部 文 芸 学 科 

文芸メディアコース 

国 際 文 化 コ ー ス 
国 際 学 部 国 際 学 科 

国 際 社 会 コ ー ス 

共立女子短期大学 

 生 活 環 境 情 報 コ ー ス  

生 活 科 学 科  生 活 ア ー ト コ ー ス  

 食 ・ 健 康 コ ー ス  

日本語・日本文学コース  

英語・英米文学コース  文  科  

心 理 学 コ ー ス  

看 護 学 科   

  

   

総合文化研究所    
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Ⅰ   研究科の概要 
 

＜修士課程の人材養成目的＞ 

修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力と高度の専門性が求められる職業

を担うための卓越した能力を培い、社会に広く貢献する、自立した人材を育成することを目的とする。 

 

＜博士課程の人材養成目的＞ 

博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行ない、高度に専門的な業務に従事するに必

要な研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養い、社会に広く貢献する、自立した人材を育成することを目的

とする。 

●家政学研究科 

 家政学研究科は、博士前期課程（修士課程）４専攻、博士後期課程１専攻からなります。家政学における高度の

専門性を有する人材を育成することを目的としています。 

〔１〕博士前期課程（修士課程） 

 大学院家政学研究科博士前期課程（修士課程）は、広い視野に立って深遠な学識を授け、被服学、食物学、建築・

デザイン、児童学の４専攻分野における研究能力と高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培

い、社会に広く貢献する、自立した人材を育成することを目的としています。各専攻の教育課程では、各専攻分野

における体系的な講義、演習と、最終年次の修士論文作成に向けた特別研究からなっています。博士前期課程では、

人間生活の面から、被服学、食物学、建築・デザイン、児童学についての研究に意欲のある人材を求めています。

また、いずれの課程も女子に限らず入学者を受け入れています。 

 

〔被服学専攻〕 

 

 被服学専攻では、衣を中心とした科学技術の進歩および文化の向上に寄与することを目的とし、広い視野にたち

教育・研究がなされています。このために、被服材料、被服管理、被服環境、被服行動、被服意匠、被服造形、服

飾美学などの各分野の講義・演習をおいています。また指導教員のもとで実りある研究が遂行できるように施設・

設備を充実し、衣服の多元的な価値、すなわちシンボル性、審美性、機能性、環境適応性などについて、自然科学

および人文科学の両面を踏まえた高い研究能力を有する人材の養成に努めています。 

 被服学専攻が入学者に求めている人間像は、広い視野と柔軟な思考を備え、研究に対する強い意欲と熱意のある

人物です。 

 

〔食物学専攻〕 

 

 食物学専攻では、食品に関する基礎・応用から、健康・病態時の栄養生理にわたる広い視野から食物学研究を目

指し、各栄養素の代謝とその利用の研究、健康の維持や高血圧、肥満・糖尿病などの生活習慣病の予防・治療にお

ける食物と生体との関係の解明、食品の栄養・嗜好・生体調節などの機能特性の検討、バイオテクノロジーによる
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食品加工技術の開発とその基礎研究、さらに食品成分、食品組織構造および物性変化と調理操作の意義などの解明

に研究能力を持ち、社会に貢献できる人材を養成することを目的としています。 

 食物学専攻では、人材養成目的を達成するために体系的な教育課程を編成しています。実験、調査等をもとに修

士論文を作成することが多いことから、実験科目である食物学特別研究に重点をおき、栄養学、栄養生理学、食品

学、調理学分野の講義科目と講義科目に連動する演習科目を配置し、教育目標を実現するためのカリキュラムを編

成しています。これらの科目を履修することにより、食品に関する基礎・応用から研究・病態生理等にわたり、広

い視野から研究テーマをより深く理解できるとともに社会で求められる精深な知識を得ることができます。また、

優れた業績をあげた者については、１年以上在学すれば修了することが可能です。 

 食物学専攻では、食物学に関わる研究能力と社会に貢献できる高度な職業能力を有した人材を育成することを目

的としています。また、この分野に限らず学際的な分野においても活躍できる人材の育成を指向しており、以下の

ような志望者を希望しています。 

（１）研究に対する忍耐力を有し、真摯に研究を遂行し、努力できる人 

（２）食品に関する基礎・応用から健康・病態生理等に興味をもち、研究者として自立したい人 

（３）食物学に関する実践的な研究を通じて、高度な職業人としての能力を高めたい人 

 

〔建築・デザイン専攻〕 

 

 建築・デザイン専攻では、生活者の視点から「建築」と「デザイン」の有機的関係を幅広く涵養しながら「より

高度な知識」と「より高度な総合化能力」を養うために、実社会に役立つ実践的な教育、研究を行います。 

 建築形態論、構造デザイン、建築空間計画、環境デザイン、都市景観デザイン、住生活デザイン、プロダクトデ

ザイン、伝達デザイン、パブリックデザインなど広範囲にわたった講義・演習により、「建築」と「デザイン」の融

合を図るとともに、明日を生きていく生活基盤を支える明確な目的を持った「高度な知識」を養います。 

 指導教員のもとで行う特別研究により、人の生活の中で「ひと」・「もの」・「空間」・「こと」の有機的な関係性を

理解し、明日の創造性豊かな生活を具体的に提案できる「高度な総合化能力」を養います。 

 本専攻においては、専門選択科目として一級建築士の受験資格を考慮した「インターンシップ制度」を設けてい

ます。 

 

〔児童学専攻〕 

 

 児童学専攻では、児童の豊かな成長と児童教育・保育の向上に貢献することを目的に教育・研究をすすめます。

児童を対象とした教育・福祉および発達・臨床等の幅広い分野にわたる教育・研究を通して、最先端の専門的知識・

技能を修得します。また、指導教員のもと、2 年間の特別研究を行い、児童学領域の研究者・実践者としての基盤

形成を行います。 

 その目的達成のために、現代社会と児童、人間関係学、教育方法論、教育課程・教授法、発達臨床学、子ども家

庭生活、保育・教育支援、発達心理学、発達障害支援、表現文化等の分野において講義・演習を配置しています。

本専攻の入学者に求める人間像は次のとおりです。 

（１）児童学領域の研究と実践に強い熱意を持っている人 

（２）学部教育あるいは、教育・保育現場の実践を踏まえて、研究計画を立案し、研究を遂行できる人 

（３）児童学に関する実践的な研究を通して、専門性を高めたい人 
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〔２〕博士後期課程 

〔人間生活学専攻〕 

 

 家政学研究科人間生活学専攻は、生活主体である人間について、人文・社会科学および自然科学の諸視点から思

索を深め、併せて人間生活にとって不可欠な生活文化に関する探究を積み重ねることにより、生活全般にわたる総

合的知識体系の確立に努め、それらの知見に基づいてより豊かな生活を創出する独創力と実践力をもつ高度な研究

者・教育者を養成することを目的としています。 

 近年における科学あるいは技術の目覚ましい進歩は、確実に人々に物質的な豊かさをもたらしましたが、同時に

様々な形でシステムの効率化が促進された結果、かえって局所システムの最適化が全体システムの最適化を損なう

という、いわゆる合成の誤謬による問題も広がることになりました。また、情報化社会の実現による物質文明増殖

の加速が、精神の貧困や人間倫理の拡散という負の側面を派生させたことも見逃すことはできません。 

 このような状況を踏まえると、人間の生活とは、自然、社会、文化などのさまざまな要因が織りなす複雑な環境

の中で、一人ひとりが独自の個性をもつ存在として自らの健全な身体を維持するとともに、社会的、文化的ならび

に精神的活動を展開していく過程であるという視点に立ち、人間生活を望ましい環境の中で精神的にも物質的に

も、より充実したものに発展、向上させるためには、家政学の教育と研究の新たな展開を図ることが肝要と思われ

ます。人間生活学専攻は、この理念を具現化すべく設置されました。性別を問わず、この学際的分野の研究に関心

をもち、本学の教育理念を理解し、入学を熱望する意欲のある学生を受け入れ、また、リフレッシュ教育を望む社

会人や、留学生にも広く門戸を開いています。 

 人間生活学専攻は、生活主体である人間について哲学的および自然科学的・社会科学的考察を深め、生活を構成

する諸領域の総合的理解を深めるため、既設の博士前期課程被服学専攻、食物学専攻、建築・デザイン専攻と児童

学専攻の枠組みを越えて、人間生活論領域および生活科学領域をおき、それぞれに領域を特徴づける分野を前者に

ついて３つ、すなわち身体機能論、生活主体者論、生活文化論を、後者については４つ、すなわち食生活素材論、

衣生活素材論、食生活計画論、衣生活計画論を組み合わせて設けています。 

 人間生活論領域 

 ここでは、人間が一人の生活者として心身を健全な状態に維持するとともに、社会的・文化的環境において望まし

い成長・発達と適応を遂げることのできる生活を組み立てていく上で、必要とする基礎的課題について研究します。 

 身体機能論では、人間の特に生体としての機能を中心に究明し、生活主体者論では生活主体としての人間の成長・

発達と在りようを論じ、生活文化論では人間を包む住、地域、文化などの生活空間の面に注目して考察を深めます。 

 

 生活科学領域 

 ここでは、人間にとって最も基本的な生活領域である食生活と衣生活を支える素材に関して、機能評価、高度適

合化などを踏まえた多面的かつ総合的研究を推進するとともに、多様・複雑化した現代社会において、より豊かな

食生活と衣生活を設計・創製するために必要な研究を行ないます。 

 食生活素材論および衣生活素材論では、食・衣生活における要素を対象とし、素材の基礎的な物性、機能などを

系統的に解明し、食生活計画論および衣生活計画論ではそれらの基礎的知見を応用し、健康で充実感のある食と衣

の環境を創出する手法を考究します。 
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●文芸学研究科 

本学大学院修士課程は、人材養成目的として、「広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能

力と高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培い、社会に広く貢献する人材を養成すること」

を掲げています。 

本研究科は、文芸学部文芸学科を基盤とした、日本文学、英文学、演劇学の３専攻から成っています。それぞれ

の学問分野に関して、学部で培った学力をさらに高めるとともに専門分野の学識が深められるようにカリキュラム

が組まれています。また、その成果としての修士論文を執筆するために、必修の演習科目「論文研究」を通じて実

際的な指導も行われます。 

専門であるからには「深さ」が求められますが、同時に、文芸学としての「広さ」が重視されます。広さがなけ

れば、じゅうぶんな深さを達成することも困難です。そのために、共通科目としての「文芸学特講」には４科目を

配し、日本文学、英文学、演劇学以外の文学・芸術・教育を視野に入れた幅広い観点にも配慮しています。また、

他専攻の授業を履修して修了単位に加算することもできます。 

広さを重視する以上、修了後の進路についても広い視野をもって臨んでいることは言うまでもありません。文芸

学研究科は、学問研究を職業とすると否とに関わらず、文芸的価値観を信じ、それを社会において活かすことので

きる人材を世に送り出したいと願っています。この価値観は、いまの日本では支配的に見える商業的、効率的な価

値観とは異質なものです。日常の中で、折に触れて「人間とはなにか」を問い直し、究極的には、広い意味での「文

化」の発展に寄与できる人材の育成こそ、本研究科の目的とするところです。入学生には、この人材養成目的を的

確に把握し、それに基づいて主体的な学習・研究を遂行することを期待しています。 

 

〔日本文学専攻〕 

 

 日本文学専攻は、日本文学全般についての幅広い知識と、作品の読解・鑑賞の技術を身に付け、さらにこれらを

ふまえた実証的な研究方法を習得することによって、研究職・教職をはじめとした専門職に進むことのできる人材

の養成をめざしています。 

 そのために、各時代の文学作品を取り上げる科目とそれに関連する分野の科目とをバランスよく配置し、少人数

の演習形式を主とした授業を展開しています。 

 日本文学をより深く学びたい、あるいは日本文学をとおして文化・社会を広く考えたい、あるいは日本語と文学

の関係を調べたい、そしてそれらを仕事に生かしていきたいという向学心と自立心の旺盛な学生を求めます。 

 

〔英文学専攻〕 

 

 英文学専攻は、イギリス文学およびアメリカ文学をより深く理解し、研究できる能力を育成することを目標とし

ています。同時に、文学作品の背景となる英米の歴史・社会・文化についての理解も深めます。さらに、国際的に

影響力の大きい英語という言語を用いて学術論文を発表するのに必要な英語力を身につけること、および世界中の

人々とコミュニケーションができるようになるための英語力を高めることも目標としています。 
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〔演劇学専攻〕 

 

 演劇学専攻は、演劇の理論と歴史の高度な研究をめざして、その本質や日本および西洋の古典劇、現代劇に関す

する講義・演習が体系的に構成され、各々の知識が得られるようになっています。とくに舞台芸術が上演芸術であ

ることに留意して、現代における上演の問題にも十分に関心を払った授業が行なわれます。これらを通して、演劇

に対する深い理解と幅広い適応力をもつ人材を養成することを目標にしています。 

 さまざまな要素から成り立っている演劇に積極的に研究に取り組もうとする意欲をもつ学生を期待しています。 
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●国際学研究科 

 国際学研究科は、世界の特定の地域の文化について、もしくは国際システムや国際協力について深く研究して高

い学識を身につけ、実社会で積極的に活躍できる人材を養成することを目的としています。 

 具体的には、地域文化、国際システム、国際協力についての洞察力と、演習や論文作成を通して修練された、先

見性・独自性に富む、問題発掘・解決型の実務能力をもった人材の育成を目ざしています。 

 この目的を達成するため、本研究科は、科目区分として、「共通科目」、日本・中国・ヨーロッパ・アメリカの各

文化を研究する「国際文化系科目」、国際システム・国際協力を研究する「国際社会系科目」、「関連科目」、「演習科

目」、「学位論文」を設定しています。 

 学生は「共通科目」の一部によって国際学研究の基礎を固め、「国際文化系科目」または「国際社会系科目」によ

って専門分野についての高い学識を修得し、それをさらに「共通科目」の一部によって他の専門分野と比較して深

め、これらを通して修得した能力を「関連科目」によって発展・展開させ、「演習科目」での主体的研究を通じて「学

位論文」（修士論文）に結実させてゆきます。 

 本研究科を修了し、所定の科目の単位を修得した者には、高等学校の「英語」「地理歴史」の専修免許、中学校の

「英語」「社会」の専修免許が取得できる道が開かれています。 

 本研究科では、このような教育目的と教育課程とを理解し、意欲をもって研究にいそしむことを期待しています。 
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Ⅱ   学籍について 
 

 学籍とは、本学大学院の学生としての身分を有することを意味し、本学大学院の入学試験に合格して入学手続を

完了した者に入学が許可され、本学大学院の学生としての学籍が与えられます。在学中に本人の氏名・本籍地・住

所・保証人等（外国人留学生は在日保証人）等の変更があった場合は、ただちに学生課に届け出てください。 

 

１．学籍番号 

 

(1) 学籍番号は入学時に決定し、原則として在学中は変更しません。学校に提出する書類には、氏名とともに

学籍番号を必ず記入することになっています。 

(2) 学籍番号は次のような仕組みになっています。 

例） 

12  アルファベット  000 

入学年度  研究科区分  個人番号 

Ｋ＝家政学研究科 博士前期課程 

Ｎ＝家政学研究科 博士後期課程 

Ｖ＝文芸学研究科 

Ｍ＝国際学研究科 

 

２．学籍異動 

 

Ａ 休学・復学（学則第 53 条・第 54 条） 

(1) 病気その他止むを得ない理由によって、１学期以上就学できない者は、保証人連署の上願い出て、休学の

許可を得なければなりません。ただし、休学の期間はその学年度内とし、願い出によっては引き続き１年以

内休学することができます。 

(2) 休学の期間は、通算して、修士課程においては２年、博士課程においては３年を超えることはできません。 

(3) 休学の期間は、在学年数に算入しません。 

(4) 休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出て、許可を得なければなりません。 

(5) 復学の時期は学期の始めとします。 

 

Ｂ 退学（学則第 55 条） 

病気その他止むを得ない理由によって退学しようとする者は、保証人連署のうえ願い出て、許可を得なければ

なりません。ただし、願い出た期日を含む学期の授業料その他の学費を納入していなければなりません。 

 

Ｃ 除籍（学則第 58 条） 

 次のいずれかに該当する者は研究科委員会の議を経て除籍する。 

(1) 本学則に定める期限までに授業料等の学費を納入していない者 

(2) 本学則に定める在学年限を超えた者 

(3) 本学則に定める休学期間を超えた者 

(4) 長期間にわたり行方不明の者 

(5) 本学所定の期日までに履修しようとする授業科目の届け出がない者 
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Ｄ 再入学（学則第 57 条） 

 退学または規定により除籍となった者（Ｃ除籍の２に該当する場合を除く）が、再入学を願い出るときは、選

考の上、これを許可することがある。ただし入学の時期は学年の始めとします。 

 

３．学生証 

 

(1) 学生証は、学生の身分を証明する重要なものです。常に携帯し、本学教職員の請求があった場合は呈示し

なければなりません。試験を受ける時、各種証明書の交付を受ける時、図書館を利用する時にも必ず学生証

が必要です。 

(2) 学生証は他人に貸したり、譲ったり、その他不正使用をしてはなりません。不正使用した場合、学則（第

54 条）に反したとして厳しく処分されます。また、紛失、盗難にあって悪用されないよう十分注意してくだ

さい。修了、退学により学生としての身分が消滅した場合は、学生証を教務課に返却してください。 

(3) 学生証の記載事項に変更があった場合および学生証を紛失した場合は、ただちに学生課へ届け出てくださ

い。 

 

４．学 費 

 

(1) 学費は、毎年下記の期限までに、保証人宛に郵送される振込み用紙により、銀行に振り込んでください。

授業料等の学費の納入期限は次のとおりです。 

前期分 ４月 30 日まで 

後期分 10 月 20 日まで 

 上記期限内に納入されない時は除籍の対象となり、学生としての身分を失います。不測の理由で期限まで

に納入できない場合は、それぞれの納入期限までに「学費延納願」を提出し、許可された場合は納入期限を

延長することができます。 

 ただし、延長することができる期限は、前期分は６月 30 日まで、後期分は 12 月 31 日までです。いずれも

学費納入期限内に願い出た場合のみ、その理由により許可されます。 

(2) 学費納入済みの学期を過ぎて退学を願い出る場合、４月 30 日までに退学願が提出された場合は、３月 31

日に、10 月 20 日までに提出された場合は、９月 20 日に遡って退学を許可します。ただし、前記期限を過ぎ

て願い出た場合は、除籍となります。 

 なお、除籍期日は、前年度の３月 31 日または当該年度の９月 20 日付けとなります。 
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Ⅲ   履修要項 

１．課程修了の要件について 

修士課程および博士前期課程 

 

〔１〕標準修業年限は２年です。ただし、優れた業績をあげた者については、１年以上在学すれば足りるものとし

ます。在学期間を延長する場合は、通算して４年間を限度とします。 

 

〔２〕２年以上在学し、修了要件単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査（および最終試

験）に合格した者に対し、修士の学位を授与します。 

 

〔３〕修士課程および博士前期課程の授業科目について所定の修了要件単位数は、次の通りです。 

家政学研究科 ········· 30 単位以上（特別研究を含む） 

文芸学研究科 ········· 30 単位以上 

（ただし所属専攻の授業科目から 22 単位以上、うち「論文研究」２単位は必修） 

国際学研究科 ········· 30 単位以上 

 

〔４〕学位の種類 

 

研究科 専攻 学位の種類 

被服学専攻 

食物学専攻 

建築・デザイン専攻 
家政学研究科 

児童学専攻 

修士（家政学） 

日本文学専攻 

英文学専攻 文芸学研究科 

演劇学専攻 

修士（文芸学） 

国際学研究科  国際学専攻 修士（学 術） 

 

博士後期課程 

 

〔１〕標準修業年限は３年です。ただし、優れた研究業績をあげた者については、１年以上在学すれば足りるもの

とします。在学期間を延長する場合は、通算して６年を限度とします。 

 

〔２〕博士課程の学位を得るには３年以上在学し、授業科目についての所定の単位を修得し、かつ指導教員の指導

を受けて博士論文を作成し、５名以上の論文審査委員の行う論文審査および最終試験に合格することが必要で

す。詳細は「博士（学術）の学位審査に関する規則」を参照してください。博士論文の審査および最終試験の

成績は合格・不合格の評語をもって表わします。 
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〔３〕博士後期課程の授業科目についての所定の単位数は、次のとおりです。 

 人間生活論領域および生活科学領域の２つの領域にわたり、８単位以上 

 

〔４〕学位の種類 

 

研究科 専攻 学位の種類 

家政学研究科 人間生活学専攻 博士（学術） 

 

２．授業科目の履修方法について 

 研究科の教育は、授業と学位論文等における指導を通して行なわれます。この指導に当たる教員を指導教員とし

ます。 

 

修士課程および博士前期課程 

 

 毎学年の始め、必ず指導教員の助言・確認を受けたうえで、当該年度に履修する授業科目を決定し、所定の期日

までに履修登録をしてください。指導教員の指示によっては、学部の授業科目を履修しなければならない場合もあ

ります。ただし学部の授業は修了要件に含まれません。 

 

博士後期課程 

 

 既存の修士課程４専攻の枠を超えた、より広範な人間生活学の展開を目指すという本専攻設置の趣旨に基づき、

人間生活論領域および生活科学領域の２つの領域にわたり授業科目を選択履修しなければなりません。 

 毎学年のはじめ、それぞれの指導教員の指導により当該年度に履修する授業科目を決定し、所定の期日までに履

修登録をしてください。 

 

３．他研究科設置授業科目の履修について 

〔１〕家政学研究科博士前期課程、文芸学研究科及び国際学研究科においては、指導教員の指示により、本大学院

の他の研究科授業科目を履習した場合、その修得した単位を８単位を超えない範囲で、修了要件単位に含める

ことができます。 

 

〔２〕本大学院の他の研究科の授業科目を履修する場合、所定の「他研究科授業科目履修願」を教務課へ提出し、

許可を得なければなりません。
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４．首都大学院コンソーシアムについて 

 本大学院では、「首都大学院コンソーシアム」に加盟しており、加盟大学院の授業を指導教員の許可を得て履修す

ることができます。ただし、認定される単位は他研究科の履修と併せて家政学研究科前期課程は８単位、後期課程

は４単位、文芸学研究科・国際学研究科は 10 単位までです。 

 手続等については、４月初旬に教務課で行います。 

 なお、加盟大学院は次のとおりです。 

 順天堂大学、専修大学、玉川大学、中央大学、東京電機大学、東京理科大学、東洋大学、日本大学、法政大学、

明治大学 

 

５．既修得単位等の認定について 

 教育上有益と認めるときは、本大学院に入学する以前に他の大学院において修得した授業科目の単位を、修士課

程および博士前期課程においては 10 単位、博士後期課程においては４単位を超えない範囲で、本大学院において修

得したものとして認定する場合があります。 

 該当者は所定の期日までに教務課に申し出てください。 
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６．教育課程（カリキュラム）および履修方法 

●家政学研究科 博士前期課程（修士課程） 

 

被 服 学 専 攻 

 

食 物 学 専 攻 

単位数 
授 業 科 目 

必修 選択
備   考 

栄養学特論Ⅰ 講義  2  

栄養学特論Ⅱ 講義  2  

栄養学演習Ⅰ 演習  2  

栄養学演習Ⅱ 演習  2  

栄養生理学特論Ⅰ 講義  2  

栄養生理学特論Ⅱ 講義  2  

栄養生理学特論Ⅲ 講義  2  

栄養生理学演習Ⅰ 演習  2  

栄養生理学演習Ⅱ 演習  2  

栄養生理学演習Ⅲ 演習  2  

栄養教育論特論 講義  2  

栄養教育論演習 演習  2  

食品学特論Ⅰ 講義  2  

食品学特論Ⅱ 講義  2  

食品学特論Ⅲ 講義  2  

食品学特論Ⅳ 講義  2  

食品学演習Ⅰ 演習  2  

食品学演習Ⅱ 演習  2  

食品学演習Ⅲ 演習  2  

食品学演習Ⅳ 演習  2  

調理学特論Ⅰ 講義  2  

調理学特論Ⅱ 講義  2  

調理学演習 演習  2  

食物学特別講義Ⅰ 講義  2  

食物学特別講義Ⅱ 講義  2  

食物学特別講義Ⅲ 講義  2  

食物学特別研究 実験・演習 10  1～2 年次にわたって履修 

単位数 
授 業 科 目 

必修 選択
備   考 

被服材料学特論 講義  2  

被服材料学演習 演習  2  

被服管理学特論 講義  2  

被服管理学演習 演習  2  

染色学特論 講義  2  

被服環境学特論 講義  2  

被服環境学演習 演習  2  

アパレル行動論特論 講義  2  

アパレル行動論演習 演習  2  

被服造形学特論 講義  2  

被服造形学演習 演習  2  

被服意匠学特論 講義  2  

被服意匠学演習 演習  2  

服装史特論 講義  2  

服飾美学特論 講義  2  

服飾美学演習 演習  2  

服装社会学特論 講義  2  

服装社会学演習 演習  2  

被服学特別研究 実験・演習 10  1～2 年次にわたって履修 
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建築・デザイン専攻 

単位数 
授 業 科 目 

必修 選択
備   考 

建築・デザイン特別研究第１ 演習 4   

建築・デザイン特別研究第２ 演習 4   

建築・デザイン特別研究第３ 演習 6   

特論 建築形態論Ⅰ 講義  2  

特論 建築形態論Ⅱ 講義  2  

特論 建築空間計画Ⅰ 講義  2  

特論 建築空間計画Ⅱ 講義  2  

特論 構造デザインⅠ 講義  2  

特論 構造デザインⅡ 講義  2  

特論 環境デザインⅠ 講義  2  

特論 環境デザインⅡ 講義  2  

特論 都市景観デザインⅠ 講義  2  

特論 都市景観デザインⅡ 講義  2  

建築設計Ⅰ 演習  4  

建築設計Ⅱ 演習  4  

インターンシップ 実験・実習  14 修了要件単位には含まれません。 

特論 伝達デザインⅠ 演習  2  

特論 伝達デザインⅡ 演習  2  

特論 プロダクトデザインⅠ 演習  2  

特論 プロダクトデザインⅡ 演習  2  

特論 マーケティング 講義  2  

特論 パブリックデザインⅠ 講義  2  

特論 パブリックデザインⅡ 講義  2  

特論 住生活デザインⅠ 講義  2  

特論 住生活デザインⅡ 講義  2  

特論 住生活史Ⅰ 講義  2  

特論 住生活史Ⅱ 講義  2  

 

 本専攻では、カリキュラムの一環として、1 級建築士受験要件の一つの「2 年間の実務」に対応できるインターン

シップが組み込まれています。 

 他のインターンシップ関連科目履修による単位と合わせて、30 単位もしくは 15 単位を履修することにより、大

学院修士課程において「2 年分」もしくは「1 年分」に相当する実務経験を積んだとみなされます。 

 インターンシップ関連科目は以下の通りです。 

 

《インターンシップ関連科目》 

授 業 科 目 単位数 備   考 

インターンシップⅠ 実験・実習 4 

インターンシップⅡ 実験・実習 3 

インターンシップⅢ 実験・実習 3 

インターンシップⅣ 実験・実習 4 

実務経験２年分の場合には 14 単位以上、１年分の場合には

４単位以上 

建築設計Ⅰ 演習 4  

建築設計Ⅱ 演習 4  

特論 構造デザインⅠ 講義 2  

特論 建築形態論Ⅱ 講義 2  

特論 建築空間計画Ⅰ 講義 2  

特論 環境デザインⅡ 講義 2  

 



 ― 19 ―

児 童 学 専 攻 

単位数 
授 業 科 目 

必修 選択
備   考 

現代社会と児童特論 講義  2  

現代社会と児童演習 演習  2  

人間関係学特論 講義  2  

人間関係学演習 演習  2  

教育方法論特論 講義  2  

教育方法論演習 演習  2  

教育課程・教授法特論 講義  2  

教育課程・教授法演習 演習  2  

発達臨床学特論 講義  2  

発達臨床学演習 演習  2  

子ども家庭生活特論 講義  2  

子ども家庭生活演習 演習  2  

保育・教育支援特論 講義  2  

発達心理学特論 講義  2  

発達障害支援特論 講義  2  

表現文化研究特論 講義  2  

臨床事例研究 実験・実習  2 1～2 年次にわたって履修 

児童学特別研究 演習 10  1～2 年次にわたって履修 
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●家政学研究科 博士後期課程  

 

人間生活学専攻 

 〔人間生活論領域〕 

単位数 
授 業 科 目 

必修 選択
備   考 

身体機能論Ⅰ(病態生理研究) 講義  2  

身体機能論Ⅱ(物質代謝研究) 講義  2  

身体機能論Ⅲ(健康科学研究) 講義  2  

生活主体者論Ⅰ(人間発達研究) 講義  2  

生活主体者論Ⅱ(社会福祉研究) 講義  2  

生活主体者論Ⅲ(人間形成研究) 講義  2  

生活文化論Ⅰ(生活空間研究) 講義  2  

生活文化論Ⅱ(生活文化研究) 講義  2  

生活文化論Ⅲ(生活デザイン研究) 講義  2  

生活文化論Ⅳ(食生活文化研究) 講義  2  

生活文化論Ⅴ(生活環境研究) 講義  2  

生活文化論Ⅵ(生活文化比較研究) 講義  2  

生活文化論Ⅶ(生活経済研究) 講義  2  

 

 〔生活科学領域〕 

単位数 
授 業 科 目 

必修 選択
備   考 

食生活素材論Ⅰ（食品素材研究) 講義  2  

食生活素材論Ⅱ(食品機能研究) 講義  2  

食生活素材論Ⅲ(食品微生物研究) 講義  2  

食生活素材論Ⅳ(食品物理化学研究) 講義  2  

衣生活素材論Ⅰ(被服素材研究) 講義  2  

衣生活素材論Ⅱ(被服管理研究) 講義  2  

衣生活素材論Ⅲ(被服機構研究) 講義  2  

食生活計画論Ⅰ(食品加工研究) 講義  2  

食生活計画論Ⅱ(食品生物工学研究) 講義  2  

食生活計画論Ⅲ(調理設計研究) 講義  2  

食生活計画論Ⅳ(栄養教育研究) 講義  2  

衣生活計画論Ⅰ(服飾文化研究) 講義  2  

衣生活計画論Ⅱ(被服心理情報研究) 講義  2  

衣生活計画論Ⅲ(被服造形研究) 講義  2  
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<研究分野および指導教員> 

研  究  分  野 指  導  教  員 

人間生活論領域  

身体機能論 病態生理研究 教 授 上 原 誉志夫 

 物質代謝研究 教 授 薗 田   勝 

 健康科学研究 教 授 川久保   清 

生活主体者論 人間発達研究 教 授 権 藤 桂 子 

 社会福祉研究 教 授 大 嶋 恭 二 

生活文化論 生活環境研究 教 授 芳 住 邦 雄 

生活科学領域  

食生活素材論 食品素材研究 教 授 村 上 昌 弘 

 食品機能研究 教 授 川 上   浩 

 食品物理化学研究 教 授 熊 谷   仁 

衣生活素材論 被服素材研究 教 授 大 野   亮 

 被服管理研究 教 授 齊 藤 昌 子 

衣生活計画論 服飾文化研究 教 授 長 崎   巌 
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●文芸学研究科 

 

日本文学専攻 

単位数
授 業 科 目 科目内容 年次 必

修
選
択

備   考 

日本文学・論文研究 演習   2 2  後期 

Ａ 散文 1・2  4  
古代日本文学研究 演習 

Ｂ 韻文 1・2  4  
原則隔年開講 

Ａ 散文 1・2  4  
中・近世日本文学研究 演習 

Ｂ 韻文 1・2  4  
原則隔年開講 

Ａ 散文 1・2  4  
近代日本文学研究 演習 

Ｂ 韻文 1・2  4  
原則隔年開講 

漢文学研究 演習   1・2  4 ○

書誌学研究 演習   1・2  4 ○

Ａ 古代文学 1・2  4 ◇
日本文学基礎研究 講義 

Ｂ 近代文学 1・2  4 ◇

Ａ 古代語 1・2  4  
日本語研究 演習 

Ｂ 現代語 1・2  4  
原則隔年開講 

 

英文学専攻 

単位数 
授 業 科 目 科目内容 年次

必修 選択 
備   考 

英米文学・論文研究 演習   2 2  後期 

英文表現法Ⅰ  1 2  前期 

英文表現法Ⅱ 
演習 

 1 2  後期 

論文英語表現法Ⅰ   2 2  前期  

論文英語表現法Ⅱ 
演習 

  2 2  後期  

Ａ 文学研究のための英語学 1・2  4  ○
英語学特講 講義 

Ｂ コミュニケーションと英語学 1・2  4  
隔年開講 

○

Ａ 中世英文学 1・2  4  ○
中・近世英文学研究 講義 

Ｂ 近世英文学 1・2  4  
隔年開講 

○

近・現代英文学研究Ⅰ   1・2  2 前期 

近・現代英文学研究Ⅱ 
演習 

  1・2  2 後期 

近・現代米文学研究Ⅰ   1・2  2 前期 

近・現代米文学研究Ⅱ 
演習 

  1・2  2 後期 

近・現代英米文学特講Ⅰ   1・2  2 前期 

近・現代英米文学特講Ⅱ 
講義 

  1・2  2 後期 

Ａ 英米の戯曲 1・2  2 ◇
近・現代英米文学講読 演習 

Ｂ 英米の詩 1・2  2 ◇

＊末尾にⅠ・Ⅱの付いた科目は、前期・後期を通して履修することが望ましい。 
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演 劇 学 専 攻 

単位数
授 業 科 目 科目内容 年次 必

修
選
択

備   考 

演劇学・論文研究 演習   2 2  後期 

劇文学論 講義   1・2  4 ○

舞台美術論 講義   1・2  4 ○

中・近世日本演劇研究 講義   1・2  4

近・現代日本演劇研究 講義   1・2  4

英米演劇研究 演習   1・2  4 ○

ヨーロッパ演劇研究 演習   1・2  4 ○

Ａ 中・近世日本演劇 1・2  4  
演劇学文献研究 演習 

Ｂ 近・現代日本演劇 1・2  4  

 

共 通 科 目 

単位数
授 業 科 目 科目内容 年次 必

修
選
択

備   考 

Ａ 比較文学 1・2  4 ○

Ｂ 文芸と社会 1・2  4 ○

Ｃ 諸芸術の交差 1・2  4 ◇
文芸学特講 講義 

Ｄ 人間形成の思想 1・2  4 ○

 

〔注〕 

・○印の科目は「大学院開放科目」として学部生（４年次のみ）が履習することもあります。 

・◇印の科目は、学部科目（別名称）でもあります。 
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●国際学研究科 国際学専攻 

 

科目区分 科目群 授 業 科 目 年次 単位数 修了要件 

国際学研究入門 1 2 2 
共通科目 

国際学総合研究 2 2 2 

日本文化研究Ⅰ  （歴史） 1・2 2 

日本文化研究Ⅱ  （歴史） 1・2 2 

日本文化研究Ⅲ  （社会） 1・2 2 

日本文化研究Ⅳ  （社会） 1・2 2 

日本文化研究Ⅴ  （言語文化） 1・2 2 

日本文化研究Ⅵ  （言語文化） 1・2 2 

日本文化研究Ⅶ  （日本語） 1・2 2 

日本文化研究Ⅷ  （日本語） 1・2 2 

日本語表現法Ⅰ  （口頭表現） 1・2 2 

日
本
文
化
研
究 

日本語表現法Ⅱ  （文章表現） 1・2 2 

(8)

中国文化研究Ⅰ  （歴史） 1・2 2 

中国文化研究Ⅱ  （歴史） 1・2 2 

中国文化研究Ⅲ  （社会） 1・2 2 

中国文化研究Ⅳ  （社会） 1・2 2 

中国文化研究Ⅴ  （芸術） 1・2 2 

中国文化研究Ⅵ  （芸術） 1・2 2 

中国文化研究Ⅶ  （言語文化） 1・2 2 

中国文化研究Ⅷ  （言語文化） 1・2 2 

中国語表現法Ⅰ 1・2 2 

中
国
文
化
研
究 

中国語表現法Ⅱ 1・2 2 

(8)

ヨーロッパ文化研究Ⅰ（歴史） 1・2 2 

ヨーロッパ文化研究Ⅱ（歴史） 1・2 2 

ヨーロッパ文化研究Ⅲ（社会） 1・2 2 

ヨーロッパ文化研究Ⅳ（地域） 1・2 2 

ヨーロッパ文化研究Ⅴ（芸術） 1・2 2 

ヨーロッパ文化研究Ⅵ（芸術） 1・2 2 

ヨーロッパ文化研究Ⅶ（言語文化） 1・2 2 

ヨーロッパ文化研究Ⅷ（言語文化） 1・2 2 

英語表現法Ⅰ ※ 1・2 2 

英語表現法Ⅱ ※ 1・2 2 

フランス語表現法Ⅰ 1・2 2 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
研
究 

フランス語表現法Ⅱ 1・2 2 

(8)

アメリカ文化研究Ⅰ（歴史） 1・2 2 

アメリカ文化研究Ⅱ（歴史） 1・2 2 

アメリカ文化研究Ⅲ（社会） 1・2 2 

アメリカ文化研究Ⅳ（社会） 1・2 2 

国
際
文
化
系
科
目 

ア
メ
リ
カ
文
化
研
究 アメリカ文化研究Ⅴ（芸術） 1・2 2 

 

(8)

      

18
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科目区分 科目群 授 業 科 目 年次 単位数 修了要件 

アメリカ文化研究Ⅵ（芸術） 1・2 2 

アメリカ文化研究Ⅶ（言語文化） 1・2 2 

アメリカ文化研究Ⅷ（言語文化） 1・2 2 

英語表現法Ⅰ ※ 1・2 2 

国
際
文
化
系
科
目 

ア
メ
リ
カ
文
化
研
究 英語表現法Ⅱ ※ 1・2 2 

(8)

国際システム研究Ⅰ (経済動態） 1・2 2 

国際システム研究Ⅱ（経済動態） 1・2 2 

国際システム研究Ⅲ（国際関係） 1・2 2 

国際システム研究Ⅳ（経営） 1・2 2 

国際システム研究Ⅴ（経営） 1・2 2 

国際システム研究Ⅵ（経済社会課題） 1・2 2 

国
際
シ
ス
テ
ム
研
究 

国際システム研究Ⅶ（経済社会課題） 1・2 2 

(8)

国際協力研究Ⅰ（グローバルガバナンス）   1・2 2 

国際協力研究Ⅱ（グローバルガバナンス) 1・2 2 

国際協力研究Ⅲ（グローバルガバナンス) 1・2 2 

国際協力研究Ⅳ（サステナビリティー） 1・2 2 

国際協力研究Ⅴ（サステナビリティー） 1・2 2 

国際協力研究Ⅵ（南北問題) 1・2 2 

国
際
社
会
系
科
目 国

際
協
力
研
究 

国際協力研究Ⅶ（南北問題) 1・2 2 

(8)

フィールドワークⅠ 1・2 2 

フィールドワークⅡ 1・2 2 

インターンシップ 1・2 2 

国際文化交流研究Ⅰ （文化政策） 1・2 2 

国際文化交流研究Ⅱ （日本における外国人） 1・2 2 

国際コミュニケーション研究Ⅰ 1・2 2 

国際コミュニケーション研究Ⅱ 1・2 2 

地域研究論Ⅰ 1・2 2 

関連科目 

地域研究論Ⅱ 1・2 2 

 

 

国際学演習Ⅰ 1 2 2 

国際学演習Ⅱ 1 2 2 

国際学演習Ⅲ 2 2 2 
演習科目 

国際学演習Ⅳ 2 2 2 

学位論文 修士論文 2   (必修) 

合  計 30 

※ 同一科目 
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国際学研究科の履修上の注意 

[1] 学生は授業科目表に掲げる授業科目を履修し、定められた単位数を修得してください。 

[2] 「共通科目」の「国際学研究入門」（2 単位）、「国際学総合研究」（2 単位）は、国際学の学問的領域を理解し、

研究の方法を身につけるためのもので、必修です。 

[3] 「国際文化系科目」「国際社会系科目」は、本研究科での教育研究の柱となる科目群です。「国際文化系科目」

には文化系 4 つ、「国際社会系科目」には社会系 2 つの科目群が含まれ、学生はそのいずれか 1 つを選択します。 

 そして、選択した特定の科目群の中から 4 科目以上を履修して 8 単位以上を修得、かつ全「国際文化系・国

際社会系科目群」および「関連科目」からの選択履修により 10 単位以上を修得します。 

[4] 「演習科目」の「国際学演習Ⅰ」（2 単位）、「国際学演習Ⅱ」（2 単位）、「国際学演習Ⅲ」（2 単位）、「国際学演

習Ⅳ」（2 単位）は、国際学についての研究能力を主体的に身につけるためのもので、すべて必修です。これら

の演習はいずれも、学生が研究する学問分野に近い研究指導教員が担当します。 

[5] 本大学院他研究科および他大学院、「首都大学院コンソーシアム」、その他海外留学先等で修得した単位で、研

究科委員会で認められた場合は、修了要件の選択必修 18 単位に含めることができます。 

[6] 「学位論文」についての要項は、別項に掲げてあります。 

[7] 学生は4月10日前後までに研究指導教員を決め、その教員と相談の上当該年度に履修する授業科目を決定し、

履修登録を行ってください。 

 

（注）学部の授業を履修する場合には、研究指導教員及び授業科目担当教員の許可を受け、「学部科目単位振替

願」により教務課に届け出てください（届出は４月の履修登録時に、後期開講科目を追加登録する場合は 9

月に提出のこと）。ただし、修了に必要な単位とはなりません。 

 

インターンシップについて 

＜目的・概要＞ 

国際学研究科では、インターンシップが関連科目の実習科目 2 単位としてカリキュラムに組み込まれています。 

本科目の目的は、実際の就業体験を通じて、講義等で学んだ知識や技能を職場における実践に適用し、理論と

実践を結びつけて理解する能力を養うとともに、企業人としての役割を学び、あるいは組織人として連携や協働

を通して、職務を遂行する能力を養うことを目的とします。 

 

＜実施について＞ 

1. 指導教員と相談のうえ、実施時期・実施先を決定する。 

 実施先の企業・団体は、「日本インターンシップ推進協会（JIPC）」のリストの他、就職進路課の扱って

いる企業・団体、一般のＨＰ等に掲載されている中から学生自身が探したものでも、実習条件を満たし

た適切な企業・団体であれば対象となる。 

2. 事前学習・事後学習を含め、指導教員と相談のうえ実習計画をたて、『インターンシップ計画書』を作成し、

指導教員を通して大学院運営委員会に提出する。 

3. 学生は、実施先と実施に関して必要な提出書類等の手続きを進める。 

(1) 書類には、「履歴書・自己紹介書」「評価書」「契約書・覚書」「誓約書」「実習日誌」「評価表」などがあ

るが、企業・団体により異なるので確認をすること。（指定書式がない場合は、指導教員に申し出て、本

研究科の書式を使用） 
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(2) 実習を行う際は、事故により怪我をしたり、または物を壊したり、他人を傷つけたりした場合のために

「保険」に加入する必要がある。実習先独自の保険がない場合は、大学で扱う保険に加入すること。 

4. 実習期間中は、必要に応じて指導教員に実施状況を報告する。 

5. 事後学習を含め実習終了後に、学生は指導教員に報告書を提出するとともに、実習報告を行う。報告の際は

必要に応じて大学院生や学部生、教員の参加も可能とする。 

6. 指導教員は、インターンシップについて評価（合否）を出し、研究科委員会に単位認定を諮る。 

 

＜実施時期および期間＞ 

内容や実施先により、実施時期および実施期間は大きく異なることがあるため、特に制限はしないが、単位認

定の際、実習期間としては実働 10 日間以上、かつ 60 時間以上を目安とする。
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７．授業について 

授業時間 

 

時限 時  間 

１時限 ９：00～（９：45）～10：30 

２時限 10：50～（11：35）～12：20 

３時限 13：20～（14：05）～14：50 

４時限 15：10～（15：55）～16：40 

５時限 17：10～（17：45）～18：30 

 

 

 

緊急事態発生時の授業・試験等の取り扱い 

 緊急事態（天候・交通機関等）が発生した場合の授業・試験等の取り扱いは、kyonet、学内放送、ホームページ

（http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/）、緊急テレフォンサービス（0180-993-617）で伝達します。 

緊急時には上記の方法でかならずご確認ください。 

尚、台風接近時に限り、授業等の実施について、「開講」または「休講」の通知を 1 日に 2 回、以下のとおり連

絡します。 

   

通知内容 通知時間 

『午前授業』（1・2 時限）の実施について 

または『終日休講』の実施 
午前 6 時 30 分までに 

『午後授業』（3・4・5 時限）の実施について 午前 10 時 50 分までに 

 

備考：①前日から台風の接近が予測される場合、前もって通知する旨を kyonetにて連絡します。 

②気象状況等の急変により、その他措置を行う場合はその都度連絡します。 
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８．履修登録について 

履修登録とは 

各自が作成した授業時間割をもとに、履修しようとする科目を届け出ることをいいます。 

履修登録されていない科目は、授業を受けることもまた試験を受けて単位修得することもできません。 

履修登録は、指定された期間に１年間に履修するすべての科目を、kyonet（共立女子大学・共立女子短期大学教

育ネットワークシステム）の Web 履修登録により行います。学内の情報演習室に設置されたパソコンやロビー等

に設置されたインフォメーションＰＣから入力できる他、インターネットを利用できる環境でしたら自宅のパソコ

ンからも入力できます。 

「Web 履修登録」の詳細は、オリエンテーション期間中のガイダンス、および配付される『コンピュータ利用ガ

イド』を参考にしてください。 

履修登録期間は、履修しようとする科目や所属する年次等によりあらかじめ指定されますので、期日内に履修登

録を確定する必要があります。 

履修登録の流れの手順に沿って、履修登録を行ってください。わからないことがあった場合は、教務課へ相談し

てください。 

 

履修登録の流れ 

① オリエンテーション期間中の各ガイダンスに出席し、注意事項を確認します。 

② 必修科目や選択必修、選択科目を確認し、それぞれの配当年次を考慮しながら、修了時までの計画をたてます。 

③ 履修しようとする科目の授業内容を共立シラバスで確認します。 

④ 履修しようとする科目の開講曜日・時限を kyonetまたはホームページの時間割で確認します。 

⑤ 前期・後期・通年各科目単位数の合計が履修上限単位内に収まるように、１年間の履修計画をたてます。 

⑥ 履修しようとする科目の履修条件を確認します。 

⑦ kyonetの「学生時間割」でクラス指定された授業を確認します。 

⑧ 指定された期間に kyonetでその他の１年間分の科目を履修登録します。 

⑨ kyonetの「学生時間割」で、再度登録した科目を確認し、必修科目など登録し忘れがないかチェックします。 

⑩ 時間割が確定したら、テキスト販売一覧を見て、一覧に載っているテキストは、学内の販売所で購入します。

一覧にない科目については、シラバスで確認してください。 
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９．課程修了の認定について 

〔１〕授業科目の試験に合格した場合は、授業科目所定の単位が与えられます。授業科目の試験は毎学年末または 

研究科委員会が定めた時期に行ないます。 

 

〔２〕学位論文の審査は指導教員を主査とし、学位論文に関連のある授業科目を担当する本大学院の教員を、修士 

論文については２名以上、博士論文の審査については４名以上を加えて行ないます。 

その他研究科委員会が必要と認めた場合は、本大学院の教員以外の専門家が加わる場合もあります。 

修士論文および博士論文の最終試験は上記審査委員が口述によって行ないます。 

 

〔３〕授業科目の試験の成績はＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄで表わしＳ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格とします。評価の内容は下表の 

とおりです。 

修士論文および博士論文の審査および最終試験の成績は「合格」「不合格」をもって表します。 

 

合否 評価 点 数 

合 格 

Ｓ 100～90点 

Ａ 89～80点 

Ｂ 79～70点 

Ｃ 69～60点 

不合格 

Ｄ 59点以下 

Ｘ 
受験資格なし、試験放棄、 

レポート未提出等 

合 格 Ｐ 認 定 

単位の修得について疑問のある場合は、指定された期間に教務課に申し出て確認してください。 

 

 

10．修士論文について 

●家政学研究科 博士前期課程                                 

 

修士論文は、修士課程に２年以上在学し、修了要件単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた者が提出することがで

きます。 
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〔１〕修士論文の提出 

1. ２年次 5 月 31 日までに「修士論文題目・研究計画書」を教務課に届け出、研究科委員会にて承認を得てい

なければなりません。 

注意１：これ以降に題目を変更する場合には、変更届を提出してください。手続きは教務課で行います。 

注意２：翌年 9 月に修了見込みの者は翌年度４月末までに上記の承認を得ていなければなりません。 

2. ２年次に中間発表を行います。 

3. １月 25 日（休日の場合はその翌日）午後４時（土曜日の場合は正午）までに修士論文３部（正本１、副本

２）と論文の概要 1 部に修士論文提出票（教務課にあり）を添えて教務課に提出してください。翌年９月修

了見込みの者は翌年度９月 10 日（休日の場合はその翌日）正午までとします。提出は直接本人が学生証提示

の上行ってください。 

修士論文の形態 

・大きさ・枚数 ：指導教員の指示による。 

・装 幀 ：長期の保存に耐えるように綴じること。表紙には厚紙を使用し、提出年度、題目、副

題、所属専攻、学籍番号、氏名、指導教員名を記入し、横綴じとする。ただし、審査

後に製本するため提出時には仮綴じ可とする。 

・概要は、論文の内容をＡ４版横書き 800 字程度にまとめること。 

 

〔２〕修士論文審査基準 

1. 研究科委員会で修士論文の提出と審査員（主査１名、副査２名）が承認されたのち、下記の要領に沿って

審査を行います。 

〔最終試験実施要領〕 

主査１名と副査２名にて審査会を行い、論文の内容、発表の内容に基づき以下の観点で合否の判定を

行い最終試験とし、主査が最終試験報告書を作成する。 

①  研究の目的について：先行研究をふまえた上で、問題設定が明確化されているかどうか。 

②  研究の方法について：研究方法の選択・実行は適切になされているかどうか。 

③  論述について：全体の構成、論述の流れは適切であるかどうか。 

④  研究の結果について：設定した問題の解明は、適切になされているかどうか。結果・結論が、研

究上の独自性・斬新性をもつ内容になっているかどうか。 

2. 各専攻内で、当該年度修士論文審査会が行われます。 

3. 研究科委員会において、最終試験報告書、審査会の報告に基づき、合否が判定されます。 

4. 修士論文の審査（および最終試験）に合格し、研究科委員会において承認された者に対して、修士の学位

が授与されます。 

 

●文芸学研究科 

 

〔１〕修士論文の提出要件 

1. ２年次で修了見込みの者であること。 

2. 修士論文の題目とその研究計画書を１年次の 12 月初旬までに提出し、研究科委員会の承認を得ること。 
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  ２年次の翌年度９月に修了見込みの者は、その年度の４月末日までに行うこと。 

3. 論文の題目を変更する場合はすみやかに変更届を提出すること。 

4. 英文学専攻の修士論文は英文で執筆すること。 

 

〔２〕修士論文の提出期限および提出方法 

1. 修士論文は１月 25 日（休日の場合はその翌日）午後４時（土曜日は正午）までとします。 

 ただし、翌年度９月に修了見込みの者は９月 10 日（休日の場合はその翌日）正午までとします。 

2. 修士論文には「修士論文提出票」を添付し、本人が直接教務課へ提出してください。 

3. 事情の如何を問わず、提出の遅延は認めません。 

 

〔３〕修士論文の形態 

1. 大きさ（和文） ・手 書 き／縦書き―Ｂ４判 400 字詰原稿用紙（二つ折）。 

 ・手 書 き／横書き―Ａ４判 400 字詰原稿用紙。 

 ・ワープロ／縦書き―Ｂ４判用紙 40 字×40 行／頁（二つ折り）。 

 ・ワープロ／横書き―Ａ４判用紙 40 字×30 行／頁。 

2. 枚 数 指導教員の指示に従ってください。 

3. 装 幀 長期の保存に耐えるように綴じてください。 

表紙には厚紙を使用し、提出年度、題目、副題、所属専攻、学籍番号、氏名を記入してください。

背表紙にも提出年度、題目、氏名を記入してください。 

（付）詳細は、指導教員の指示に従ってください。 

 

〔４〕修士論文審査基準 

提出された論文そのものおよびそれに関する口頭試問において、主査および副査の教員がともに、以下の各

評価項目に照らし、総合的に基準に達していると判断した場合、合格とする。 

 

1. 研究テーマについて ：自らの問題意識が明確になっているかどうか。また、その分野の先行研究をふまえ

たうえで、研究の意義・妥当性が主張されているかどうか。 

2. 研究方法について ：十分かつ適切な資料を元にしているかどうか。また、それに対して、有効な整理分

析・考察が行われているかどうか。 

3. 論述について ：全体の構成・展開が論の必要を満たすとともに、首尾一貫した記述になっているか

どうか。また、論文として期待される体裁・表現ができているかどうか。 

4. 研究成果について ：結果・結論が、その問題点も含めて明示されているかどうか。また、それが研究上

の何らかの独自性あるいは斬新性をもつ内容になっているかどうか。 

 

●国際学研究科 

 

〔１〕修士論文提出の要件 

1. ２年次で修了見込みの者であること。 
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2. 修士論文の題目とその研究計画書を２年次の５月末日までに提出し、研究科委員会の承認を得ていなけれ

ばなりません。その手続きは教務課で行ないます。 

3. ２年間在学し所定の単位を修得したものは、翌年９月に修士論文を提出することができます。９月に修了

見込みのものは、上記２項の修士論文題目と研究計画書を４月末日までに提出し、研究科委員会の承認を得

ていなければなりません。 

4. 論文の題目を変更した場合は、すみやかに「修士論文題目変更届」を提出してください。 

 

〔２〕提出期限および提出方法 

1. 修士論文は１月 25 日（休日の場合はその翌日）午後４時（土曜日は正午）までとします。ただし、翌年度

９月に修了見込みの者は同９月 10 日（休日の場合はその翌日）正午までとします。 

2. 修士論文には「修士論文提出票」を添付し学生証を提示の上、本人が教務課へ提出してください。 

  修士論文の正本と副本（コピー可）２部を提出してください。 

 

〔３〕修士論文の形態 

1. 大きさ・枚数 指導教員の指示に従ってください。 

2. 装 幀 ・３部提出するうち、１部は長期保存に耐えられるように製本し、背表紙もつけてください。 

（２部は簡単な製本で構いません。） 

 ・表紙には厚紙を使用し、提出年度、題目、副題、学籍番号、氏名を記入してください。

背表紙にも提出年度、題目、氏名を記入してください。 

 

〔４〕修士論文審査基準 

提出された論文、ならびにこれに関する口頭試問について、主査・副査を担当する教員は、以下の各項目の

審査基準に照らして合否案を作成し、研究科委員会が最終判断を下します。 

ⅰ 論文の評価基準 

1. 研究テーマの意義と、問題意識 

先行研究に対する目配りと整理、問題提起がなされ、それに立脚した自分の研究の位置づけと意義とが

明確に認識されているかどうか。 

2. 研究方法の妥当性 

適切かつ十分な資料に基づいているかどうか。また、それに対して的確な整理・分析・考察が行われて

いるかどうか。 

3. 論述・文章表現の妥当性 

全体の構成・展開が論理的・体系的・実証的であるとともに、適切な記述であるかどうか。 

4. 研究成果の意義 

研究の結果・結論が、今後の課題も含めて明示されているかどうか。また、それが何らかの意義、もし

くは独自性をもつものであるかどうか。 

ⅱ 口頭試問の評価基準 

最終試験は口頭試問によって行い、以下の基準に照らして評価します。 

1. 研究の内容について十分に理解し、簡潔・適切に説明できること。 

2. 研究の内容に関して指摘される問題点につき、論理的に答えられること。 

3. 研究の将来的な展望について、説明できること。 
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11．博士論文について 

●家政学研究科 博士後期課程 

 

〔１〕博士論文の研究および指導 

人間生活学にふさわしい複眼的視点を具えた人材を養成するため、主指導教員１名に副指導教員２名を加え

た複数指導制によって研究指導を行ないます。研究指導を行なう分野と指導教員は別表（P.18）のとおりです。 

入学後、主指導教員と副指導教員を定め、所定の期日までに教務課に届け出てください。 

 

〔２〕中間報告会 

１年次の後期終了時、２年次の後期終了時および３年次の前期終了時の合計３回、研究の中間報告会を行な

います。報告の形式についてはその都度事前に通知します。 

 

〔３〕博士論文提出の要件 

1. 本大学院博士後期課程に２年以上在学の者。 

2. 授業科目について、８単位以上修得していること。 

3. 博士論文の題目とその研究計画書を２年次の５月末日までに教務課に提出し、研究科委員会の承認を得て

いなければなりません。論文の題目を変更した場合はすみやかに変更届を提出してください。 

 

〔４〕博士論文審査の申請書類の提出期限および提出方法 

1. 博士論文等の提出期限は、原則として毎年１月 15 日、4 月 15 日、7 月 15 日、10 月 15 日のそれぞれの期

日までとする。ただし、提出期日が土・日・祝日の場合は直前の平日までとします。 

2. 博士論文審査の申請書類は、次のとおりです。 

(1) 学位論文審査願（別紙様式第１号） １部 

(2) 学位論文 ５部 

(3) 学位論文要旨（別紙様式第２号） 37 部 

(4) 学位論文目録（別紙様式第３号） ５部 

(5) 学術論文等 ５部 

(6) 履歴書（別紙様式第４号） １部 

 詳細は、｢博士（学術）の学位審査に関する規則｣ 第 2 条を参照して下さい。 

 また、論文提出にあたっては、指導教員の指示に従ってください。 

 



 ― 35 ―

Ⅳ   教育職員免許状（専修免許状）取得について 
 

 中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状の所要資格を有し、本学大学院を修了し本学で定めた教職課

程の単位を修得した場合は、教育職員免許法により「中学校教諭専修免許状」及び「高等学校教諭専修免許状」を

取得することができます。 

 修了と同時に免許状を取得する場合は、本学から一括して東京都教育委員会に申請します（一括申請）。一括申請

の説明会については、2 年次の 10 月以降、お知らせします。 

 

 免許の対象となる教科は次の通りです。 

●家政学研究科・・・・・・・・「家庭」 

●文芸学研究科・・・・・・・・「国語」・「外国語（英語）」 

●国際学研究科・・・・・・・・「外国語（英語）」・「社会」・「地理歴史」 

免許教科の修得科目は、次の表を参照してください。 

 

●家政学研究科 

〈家庭〉中学校専修・高等学校専修 

◇被服学専攻 

免許法に定める区分 
最低必要 

単位数 
本学設置科目 単位数 

被服材料学特論 2 

被服材料学演習 2 

被服管理学特論 2 

被服管理学演習 2 

染色学特論 2 

被服環境学特論 2 

被服環境学演習 2 

アパレル行動論特論 2 

アパレル行動論演習 2 

被服造形学特論 2 

被服造形学演習 2 

被服意匠学特論 2 

被服意匠学演習 2 

服装史特論 2 

服飾美学特論 2 

服飾美学演習 2 

服装社会学特論 2 

服装社会学演習 2 

被服学  

被服学特別研究 10 

合  計 24   
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◇食物学専攻 

免許法に定める区分 
最低必要 

単位数 
本学設置科目 単位数 

栄養学特論Ⅰ 2 

栄養学特論Ⅱ 2 

栄養学演習Ⅰ 2 

栄養学演習Ⅱ 2 

栄養生理学特論Ⅰ 2 

栄養生理学特論Ⅱ 2 

栄養生理学特論Ⅲ 2 

栄養生理学演習Ⅰ 2 

栄養生理学演習Ⅱ 2 

栄養生理学演習Ⅲ 2 

栄養教育論特論 2 

栄養教育論演習 2 

食品学特論Ⅰ 2 

食品学特論Ⅱ 2 

食品学特論Ⅲ 2 

食品学特論Ⅳ 2 

食品学演習Ⅰ 2 

食品学演習Ⅱ 2 

食品学演習Ⅲ 2 

食品学演習Ⅳ 2 

調理学特論Ⅰ 2 

調理学特論Ⅱ 2 

調理学演習 2 

食物学特別講義Ⅰ 2 

食物学特別講義Ⅱ 2 

食物学特別講義Ⅲ 2 

食物学  

食物学特別研究 10 

合  計 24   

◇建築・デザイン専攻 

免許法に定める区分 
最低必要 

単位数 
本学設置科目 単位数 

特論 建築形態論Ⅰ 2 

特論 建築形態論Ⅱ 2 

特論 建築空間計画Ⅰ 2 

特論 建築空間計画Ⅱ 2 

特論 環境デザインⅠ 2 

特論 環境デザインⅡ 2 

特論 都市景観デザインⅠ 2 

特論 都市景観デザインⅡ 2 

特論 住生活デザインⅠ 2 

特論 住生活デザインⅡ 2 

特論 住生活史Ⅰ 2 

特論 住生活史Ⅱ 2 

特論 プロダクトデザインⅡ 2 

特論 パブリックデザインⅠ 2 

住居学  

特論 パブリックデザインⅡ 2 

合  計 24   
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●文芸学研究科 

＜国語＞中学校専修・高等学校専修 

◇日本文学専攻 

単位数 
免許法に定める区分 

最低必要 

単位数 
本学設置科目 

必修 選択 

古代日本文学研究  4 

中・近世日本文学研究  4 

近代日本文学研究  4 

漢文学研究  4 

書誌学研究  4 

日本文学基礎研究  4 

教科に関する科目 

 

日本語研究  4 

合  計 24   

 

 

＜英語＞中学校専修・高等学校専修 

◇英文学専攻 

単位数 
免許法に定める区分 

最低必要 

単位数 
本学設置科目 

必修 選択 

英文表現法Ⅰ 2   

英文表現法Ⅱ 2   

論文英語表現法Ⅰ 2   

論文英語表現法Ⅱ 2   

英語学特講   4 

中・近世英文学研究   4 

近・現代英文学研究Ⅰ   2 

近・現代英文学研究Ⅱ   2 

近・現代米文学研究Ⅰ   2 

近・現代米文学研究Ⅱ   2 

近・現代英米文学特講Ⅰ   2 

近・現代英米文学特講Ⅱ   2 

教科に関する科目 

 

近・現代英米文学講読   2 

合  計 24   
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●国際学研究科 

＜英語＞中学校専修・高等学校専修 

◇国際学専攻 

単位数 
免許法に定める区分 

最低必要 

単位数 
本学設置科目 

必修 選択 

英語学  アメリカ文化研究Ⅶ(言語文化)  2 

英米文学  ヨーロッパ文化研究Ⅷ(言語文化)  2 

英語表現法Ⅰ  2 

英語表現法Ⅱ  2 

国際コミュニケーション研究Ⅰ  2 
英語コミュニケーション  

国際コミュニケーション研究Ⅱ  2 

ヨーロッパ文化研究Ⅶ(言語文化)  2 

アメリカ文化研究Ⅷ(言語文化)  2 

アメリカ文化研究Ⅰ(歴史)  2 

アメリカ文化研究Ⅱ(歴史)  2 

アメリカ文化研究Ⅲ(社会)  2 

アメリカ文化研究Ⅳ(社会)  2 

アメリカ文化研究Ⅴ(芸術)  2 

異文化理解  

アメリカ文化研究Ⅵ(芸術)  2 

合  計 24   

 

 

＜社会＞中学校専修 

◇国際学専攻 

単位数 
免許法に定める区分 

最低必要 

単位数 
本学設置科目 

必修 選択 

日本文化研究Ⅰ(歴史)  2 

日本文化研究Ⅱ(歴史)  2 

日本文化研究Ⅲ(社会)  ※1  2 

日本文化研究Ⅳ(社会)  ※2  2 

中国文化研究Ⅰ(歴史)  2 

中国文化研究Ⅱ(歴史)  2 

中国文化研究Ⅲ(社会)  ※3  2 

中国文化研究Ⅳ(社会)  ※4  2 

ヨーロッパ文化研究Ⅰ(歴史)  2 

ヨーロッパ文化研究Ⅱ(歴史)  2 

ヨーロッパ文化研究Ⅴ(芸術)  ※5  2 

日本史及び外国史  

ヨーロッパ文化研究Ⅵ(芸術)  ※6  2 

ヨーロッパ文化研究Ⅳ(地域)  2 

地域研究論Ⅰ  2 地理学(地誌を含む。)  

地域研究論Ⅱ  2 

日本文化研究Ⅲ(社会)  ※1  2 

日本文化研究Ⅳ(社会)  ※2  2 

中国文化研究Ⅲ(社会)  ※3  2 
「社会学、経済学」  

中国文化研究Ⅳ(社会)  ※4  2 

ヨーロッパ文化研究Ⅴ(芸術)  ※5  2 
「哲学、倫理学、宗教学」  

ヨーロッパ文化研究Ⅵ(芸術)  ※6  2 

「法律学、政治学」  国際システム研究Ⅲ(国際関係)  2 

合  計 24   

※ 免許法に定める区分の２区分に関係しているが、単位数は 24 単位中の 2 単位として扱う。 
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＜地理歴史＞高等学校専修 

◇国際学専攻 

単位数 
免許法に定める区分 

最低必要 

単位数 
本学設置科目 

必修 選択 

日本文化研究Ⅰ(歴史)  2 

日本文化研究Ⅱ(歴史)  2 

日本文化研究Ⅲ(社会)  2 

日本文化研究Ⅳ(社会)  2 

中国文化研究Ⅰ(歴史)  ※1  2 

日本史  

中国文化研究Ⅱ(歴史) ※2  2 

中国文化研究Ⅰ(歴史)  ※1  2 

中国文化研究Ⅱ(歴史) ※2  2 

中国文化研究Ⅲ(社会)  2 

中国文化研究Ⅳ(社会)  2 

ヨーロッパ文化研究Ⅰ(歴史)  2 

ヨーロッパ文化研究Ⅱ(歴史)  2 

ヨーロッパ文化研究Ⅴ(芸術)  2 

外国史  

ヨーロッパ文化研究Ⅵ(芸術)  2 

ヨーロッパ文化研究Ⅳ(地域)  2 

地域研究論Ⅰ  2 人文地理学及び自然地理学  

地域研究論Ⅱ  2 

合  計 24   

※ 免許法に定める区分の２区分に関係しているが、単位数は 24 単位中の 2 単位として扱う。 

 

 

幼稚園専修免許状 

 幼稚園教諭一種免許状の所要資格を有し、本学大学院児童学専攻を修了し本学で定めた教職課程の単位を修得し

た場合は、教育職員免許法により「幼稚園教諭専修免許状」を取得することができます。修了と同時に免許状を取

得する場合は、本学から一括して東京都教育委員会に申請します（一括申請）。一括申請の説明会については、2 年

次の 10 月以降、お知らせします。 

 

◇児童学専攻 

単位数 
免許法に定める区分 

最低必要 

単位数 
本学設置科目 

必修 選択 

人間関係学特論  2 

人間関係学演習  2 

教育方法論特論  2 

教育方法論演習  2 

教育課程・教授法特論  2 

教育課程・教授法演習  2 

発達臨床学特論  2 

発達臨床学演習  2 

子ども家庭生活特論  2 

子ども家庭生活演習  2 

保育・教育支援特論  2 

発達心理学特論  2 

発達障害支援特論  2 

教職に関する科目  

表現文化研究特論  2 

合  計 24   
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Ⅴ   科目等履修について 
 

 修了したのち、在学中に履修できなかった科目を科目等履修生として履修することができます。履修方法は下記

のとおりです。 

・手続き場所：教務課 

・出願期間：前期および後期授業開始前 

・手続きに要する費用：科目等履修登録料＝16,000 円 

科目等履修料＝１単位につき 12,000 円 

・手続きを完了した者には、「科目等履修生証」を交付します。 

・授業および試験に関しては正規の学生と同一の規程を適用します。 

・科目によっては履修が認められないこともありますので、手続き時に確認してください。 

・履修することができる授業科目の単位数は、10 単位までです。 

・出願時に単位認定希望の申出があった者が、履修した授業科目に出席し、試験（レポートを含む）を受けて合

格した場合は、研究科委員会の議を経て単位が与えられ、希望する場合は単位取得証明書を発行します。 

 

 



 
 
 
 

Ⅵ．諸 規 程 等  
 

１． 共 立 女 子 大 学 大 学 院 学 則 

２． 博士（学術）の学位審査に関する規則 

３． 共 立 女 子 大 学 大 学 院 研 究 生 規 程 

４． 共立女子大学・共立女子短期大学給付奨学金規程 

５． 共立女子大学・短期大学留学規程 

６． 共立女子大学・短期大学国際交流奨学金規程 

７． 
 

共立女子大学・共立女子短期大学 
研 究 倫 理 審 査 委 員 会 規 程 
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1.   共立女子大学大学院学則 

第１章 総   則 

（本大学院の目的） 

第１条 本大学院は、学術の理論および応用を教授研究し、その深奥を究めるとともに、高度の専門性が求められ

る職業を担うための深い学識および卓越した能力を培い、社会に広く貢献する、自立した人材を育成することを

目的とする。 

２．前項の規定に基づき、本大学院の各研究科・専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的につい

ては、別に定め、公表する。 

（自己評価等） 

第２条 本大学院は、前条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検および評価を行ない、

その結果を公表する。 

２．前項に関する規定は別に定める。 

３．本大学院は、第１項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、一定の期間ごとに、文部科学

大臣の認証を受けた機関による評価を受ける。 

第２条の２ 本大学院は、教育研究の成果の普及および活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表

する。 

（研究科） 

第３条 第 1 条の目的を達成するために、本大学院に次の研究科をおく。 

家政学研究科 

文芸学研究科 

国際学研究科 

（専攻および課程） 

第４条 本大学院の各研究科の専攻および課程は、次の通りとする。 

 

研 究 科 専 攻 課 程 

被 服 学 専 攻 博 士 前 期 課 程

食 物 学 専 攻 博 士 前 期 課 程

建築・デザイン専攻 博 士 前 期 課 程

児 童 学 専 攻 博 士 前 期 課 程

家 政 学 研 究 科

人 間 生 活 学 専 攻 博 士 後 期 課 程

日 本 文 学 専 攻 修 士 課 程

英 文 学 専 攻 修 士 課 程文 芸 学 研 究 科

演 劇 学 専 攻 修 士 課 程

国 際 学 研 究 科 国 際 学 専 攻 修 士 課 程

 

（修士課程の目的） 

第５条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力と高度の専門性が求められ

る職業を担うための卓越した能力を培い、社会に広く貢献する、自立した人材を育成することを目的とする。 
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（博士課程の目的） 

第６条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行ない、または高度に専門的な業務に

従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養い、社会に広く貢献する、自立した人材を

育成することを目的とする。 

（標準修業年限） 

第７条 修士課程および博士前期課程の標準修業年限は２年、博士後期課程の標準修業年限は３年とする。ただし、

在学年数は、修士課程および博士前期課程にあっては４年、博士後期課程にあっては６年を超えることはできな

い。 

（収容定員） 

第８条 本大学院の収容定員は、次の通りとする。 

 

入  学  定  員 収  容  定  員 

研  究  科 専    攻 修 士 課 程 

（博士前期課程）
博士後期課程

修 士 課 程 

（博士前期課程） 
博士後期課程

被 服 学 専 攻 ８名  16 名  

食 物 学 専 攻 ８名  16 名  

建築・デザイン専攻 ８名  16 名  

児 童 学 専 攻 ８名  16 名  

家 政 学 研 究 科 

人 間 生 活 学 専 攻  ３名  ９名 

日 本 文 学 専 攻 ７名  14 名  

英 文 学 専 攻 ７名  14 名  文 芸 学 研 究 科 

演 劇 学 専 攻 ６名  12 名  

国 際 学 研 究 科 国 際 学 専 攻 15 名  30 名  

 

第２章 教員･運営組織 

（教 員） 

第９条 本大学院における授業は、各研究科に所属する教授が担当する。ただし、必要な場合は准教授および講師

（兼任講師を含む。）および助教をこれに当てることができる。 

２．学位論文の作成等に対する指導に当たり得る教員を指導教員とする。 

３．学位論文の作成等に対する指導の補助ができる教員を指導補助教員とする。 

（大学院委員会） 

第10条 本大学院に大学院委員会を置く。 

（大学院委員会の組織） 

第11条 大学院委員会は、次の委員をもって組織する。 

学   長 

各研究科長 

各研究科委員会の委員のうちから互選により選ばれた者各２名 

２．前項に定める委員のうち、各研究科委員会の委員の互選により選ばれた者の任期は、２年とする。ただし、再

任を妨げない。 
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（大学院委員会の委員長） 

第12条 大学院委員会に委員長を置き、学長がこれに当たる。 

（大学院委員会の招集） 

第13条 大学院委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２．委員長に事故あるときは、あらかじめ定められた委員がその職務を代行する。 

（大学院委員会の審議事項） 

第14条 大学院委員会は、次の事項を審議する。 

(1) 大学院の運営に関する重要事項 

(2) その他各研究科に共通する事項 

（大学院委員会の定足数） 

第15条 大学院委員会の成立には委員の３分の２以上の出席を必要とする。 

（大学院委員会への委員以外の出席） 

第16条 議長は、必要に応じ委員以外の教員または職員の意見を聞くため出席を求めることができる。 

（研究科長等） 

第17条 各研究科に研究科長、専攻毎に専攻主任を置く。 

２．研究科長は、当該研究科に所属する専任教員の互選により選ばれた者を学長が任命する。 

３．専攻主任は、当該専攻に所属する専任教員の互選により選ばれた者を学長が任命する。 

４．研究科長および専攻主任の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（研究科委員会） 

第18条 本大学院の各研究科に研究科委員会を置く。 

（研究科委員会の組織） 

第19条 研究科委員会は、教授をもって構成する。ただし、必要がある場合は、准教授、講師、助教を加えること

ができる。 

（研究科の委員長） 

第20条 研究科委員会に委員長を置き、研究科長がこれに当たる。 

（研究科委員会の招集） 

第21条 研究科委員会は委員長が招集し、その議長となる。 

２．委員長に事故あるときは、あらかじめ定められた委員がその職務を代行する。 

（研究科委員会の審議事項） 

第22条 研究科委員会は、研究科に関する次の事項を審議する。 

(1) 研究および教育に関する事項 

(2) 教員の審査に関する事項 

(3) 学位の授与に関する事項 

(4) 教育課程に関する事項 

(5) 学生の入学、修了等学生の身分に関する事項 

(6) 学生の賞罰に関する事項 

(7) 学則および諸規程の変更に関する事項 

(8) その他研究科に関する重要な事項 
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（研究科委員会の定足数） 

第23条 研究科委員会の成立には、委員の３分の２以上の出席を必要とする。 

（事務組織） 

第24条 本大学院に関する事務は、本大学の事務組織がこれに当たる。 

 

第３章 授業科目･単位数･履修方法 

（教育方法） 

第25条 本大学院の教育は、授業科目の授業および学位論文の作成等に対する指導によって行なう。 

（授業科目） 

第26条 研究科の授業科目およびその配当単位数は、別表第１、第２および第３の通りとする。 

（単位の計算） 

第27条 研究科の授業の単位の基準は、学部の学則に規定する単位の基準を準用する。 

（研究指導） 

第28条 研究指導は、学生の研究分野に関し、学位論文の主題およびそれに関連のある研究を教室の内外にわたり

指導することによって行なう。 

（指導教員） 

第29条 削除 

（指導教員の職務） 

第30条 削除 

（履修の手続） 

第31条 学生は研究分野を定め、その目的に適するよう指導教員の指導の下に、毎学年の始めに当該年度において

履修する授業科目を選択し、届け出なければならない。 

２．指導教員は必要があると認めた場合、指導を受ける学生に対し所定の授業科目のほか、本大学院の他の専攻に

配置された授業科目を指定して、これを履修させることができる。 

第 31 条の２ 本大学院は、学生に対して、授業および研究指導の方法および内容並びに１年間の授業および研究指

導の計画をあらかじめ明示する。 

２．本大学院は、学修の成果および学位論文に係る評価ならびに修了の認定に当たっては、客観性および厳格性を

確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行う。 

第 31 条の３ 本大学院は、授業および研究指導の内容および方法の改善を図るための組織的な研修および研究を実

施する。 

（他大学院における授業科目の履修） 

第32条 教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議により、学生が当該他の大学院において履修した授業科

目について、修士課程および博士前期課程においては10単位を超えない範囲で、博士後期課程においては４単位

を超えない範囲で本大学院において修得したものとみなすことがある。 

２．前項の規定は別に定める。 

（本大学院入学前の既修得単位等の認定） 

第33条 教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する以前に他の大学院において履修した授業科目につ
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いて修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、修士課程および博士前期課程においては10

単位を超えない範囲で、博士後期課程においては４単位を超えない範囲で、本大学院において修得したものとみ

なすことがある。 

２．前項の規定は別に定める。 

３．本条第 1 項により修得したものとみなすことのできる単位は、転学等の場合を除き、本学において修得した単

位以外のものについては、前条により修得したものとみなす単位数とあわせて、修士課程および博士前期課程に

おいては 10 単位、博士後期課程においては 4 単位を超えないものとする。 

（教員免許） 

第34条 中学校教諭一種免許状および高等学校教諭一種免許状授与の所要資格を有する者で、当該免許教科にかか

る中学校教諭専修免許状および高等学校教諭専修免許状の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法お

よび同法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。 

２．本大学院研究科の各専攻において取得できる教育職員免許状の種類および教科は次の通りとする。 

 

研 究 科 専 攻 免 許 状 の 種 類 教 科 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
被 服 学 専 攻

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
家  庭 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
食 物 学 専 攻

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
家  庭 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
建築・デザイン専攻

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
家  庭 

家 政 学 研 究 科 

児 童 学 専 攻 幼 稚 園 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
日 本 文 学 専 攻

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
国  語 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
文 芸 学 研 究 科 

英 文 学 専 攻
高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状

外 国 語 

（英 語） 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
社会 

外国語（英語） 
国 際 学 研 究 科 国 際 学 専 攻

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
地理歴史 

外国語（英語） 

 

第４章 学習の評価･課程修了･学位授与 

（単位の認定） 

第35条 履修授業科目に対する単位は、当該授業科目の試験に合格した場合に与えられる。ただし、研究科委員会

において、他の方法をもって試験に代えることを認めた授業科目についてはこの限りではない。 

（試 験） 

第36条 授業科目の試験は、前・後期末または研究科委員会が適当と認める時期に、同委員会が定める方法によっ

て行なう。 

（成績評価） 

第37条 試験の成績は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５種とし、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格とする。 

（修士論文の提出要件） 

第38条 修士論文を提出するには、次の各号に該当していなければならない。 

(1) 本大学院修士課程または博士前期課程に１年以上在学していること。 
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(2) 修士論文の主題を定め、その研究計画を作成し、研究科委員会に提出してその承認を得ていること。 

（修士課程の修了要件） 

第39条 修士課程および博士前期課程修了の要件は、本大学院修士課程または博士前期課程に２年以上在学し、所

定の授業科目について30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に

合格した者とする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、１年以上在学すれば足り

るものとする。 

２．本大学院研究科の修士課程および博士前期課程を修了した者には、修士の学位を授与する。 

（博士論文の提出要件） 

第40条 博士論文を提出するには、次の各号に該当していなければならない。ただし、第41条第３項に該当する者

については、この限りではない。 

(1) 本大学院博士後期課程に２年以上在学し、授業科目について８単位以上修得していること。 

(2) 博士論文の主題を定め、その研究計画を作成し、研究科委員会に提出してその承認を得ていること。 

（博士課程の修了要件） 

第41条 博士課程修了の要件は、本大学院博士後期課程に３年以上在学し、所定の授業科目について、８単位以上

を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格した者とする。ただし、在学

期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。 

２．本大学院の博士課程を修了した者には、博士の学位を授与する。 

３．前２項の規定にかかわらず、大学院の博士課程を経ないで博士論文を提出して、大学院の行なう審査に合格し、

かつ博士課程を修了した者と同等以上の学力を有すると認められた者にも博士の学位を授与することができる。 

４．本大学院の博士後期課程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、再入学しないで、博

士の学位の授与を申請するときも、前項の規定を準用する。 

（学位論文の審査委員） 

第42条 学位論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員がこれを行なう。 

２．前項の審査委員は指導教員を主査とし、学位論文に関連のある授業科目を担当する本大学院の教員を、修士論

文の審査については２名以上、博士論文の審査については４名以上加えるものとする。 

３．前項の規定にかかわらず、研究科委員会が必要と認めた場合は、本大学院の教員以外の専門家を審査委員に加

えることができる。 

（最終試験） 

第43条 第39条第１項および第41条第１項に定める学位論文の審査に伴う最終試験は、前条の審査委員が学位論文

の内容およびこれに関連のある授業科目について、口述によって行なう。 

（学位の種類） 

第44条 本大学院において授与する学位の種類は、次の通りとする。 

家政学研究科  博士前期課程 修士（家政学） 

        博士後期課程 博士（学 術） 

文芸学研究科  修士課程   修士（文芸学） 

国際学研究科  修士課程   修士（学 術） 
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第５章 学年･学期･休業日 

（学 年） 

第45条 学年は４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

（学 期） 

第46条 学年を分けて次の２学期とする。 

前期 ４月１日から９月 20 日まで 

後期 ９月 21 日から翌年３月 31 日まで 

（休業日） 

第47条 休業日は次の通りとする。 

(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(2) 本学創立記念日（10月18日） 

(3) 夏季休業日（７月28日から９月20日まで） 

(4) 冬季休業日（12月21日から翌年１月７日まで） 

(5) 春季休業日（３月20日から４月７日まで） 

ただし、休業日においても必要ある場合は、授業を行なうことがある。 

２．必要がある場合は、学長は前項の休業日を臨時に変更し、また臨時の休業日を定めることができる。 

 

第６章 入学･休学･復学･退学･転学･再入学･留学･除籍 

（入学の時期） 

第48条 入学の時期は学年の始めとする。ただし、特別の必要があり、かつ教育上支障がないと認めたときは、学

期の始めとすることができる。 

（入学資格） 

第49条 本大学院修士課程および博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法施行規則第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育にお

ける16年の課程を修了した者 

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとさ

れるものに限る。）を有するものとして、当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、

文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限

る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(7) 学校教育法施行規則第155条第１項第６号において文部科学大臣の指定した者 

(8) 大学に３年以上在学した者、外国において学校教育における15年の課程を修了した者、外国の学校が行う通

信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了
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した者、又は我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であ

って、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、本大学院研究科委員会において所定の単位

を優れた成績をもって修得したものと認めた者（以下「飛び入学」という。） 

(9) 本大学院研究科委員会において、飛び入学により他の大学院に入学した者であって、本大学院における教育

を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(10) 本大学院研究科委員会において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で、22歳に達した者 

２．本大学院博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 修士の学位を有する者 

(2) 専門職学位を有する者 

(3) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当す

る学位を授与された者 

(5) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた

教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当す

る学位を授与された者 

(6) 学校教育法施行規則第156条第４号において文部科学大臣の指定した者 

(7) 本大学院研究科委員会において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等

以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者 

（出願手続） 

第50条 本大学院に入学を志願する者は、次の書類を提出し、本学則第60条第２項に定める検定料を納入し、かつ

本大学院が行なう選抜試験を受けなければならない。 

(1) 本大学院所定の入学願書 

(2) 最終出身学校の卒業（修了）または卒業（修了）見込証明書 

(3) 最終出身学校の調査書 

(4) 健康診断書 

（入学手続） 

第51条 選抜試験に合格した者は、所定の期日までに次の書類を提出し、本学則第60条第１項に定める納入金を納

め、入学の手続きをしなければならない。 

(1) 保証人連署の本大学院所定の誓約書 

(2) 卒業（修了）証明書（出願の際提出した者は除く） 

(3) 成績証明書 

２．前項の手続きを終了した者に入学を許可する。 

（保証人） 

第52条 保証人は父または母とし、父母のない場合はこれに代わるべき者で、独立の生計を営み保証人としての責

務を確実に果たし得る者でなければならない。 

２．本大学院が保証人として不適当と認めたときは、その変更を命ずることがある。 

３．学生が保証人を変更しようとするときは、新旧保証人連署してただちに届け出なければならない。また、保証



 ― 50 ―

人が住所、氏名を変更したときは、ただちに届け出なければならない。 

（休 学） 

第53条 病気その他止むを得ない理由によって、１学期以上就学できない者は、保証人連署の上願い出て、研究科

委員会の議を経て休学の許可を得なければならない。ただし、休学の期間はその学年度内とし、願い出によって

は引き続き１年以内休学することができる。 

２．休学の期間は、通算して、修士課程においては２年、博士課程においては３年を超えることはできない。 

３．休学の期間は、本学則第７条に規定する修業年限および在学年数に算入しない。 

（復 学） 

第54条 休学者が復学しようとするときは、保証人連署の上願い出て、研究科委員会の議を経て許可を得なければ

ならない。 

２．復学の時期は学期の始めとする。 

（退 学） 

第55条 病気その他止むを得ない理由によって退学しようとする者は、保証人連署の上願い出て、研究科委員会の

議を経て許可を得なければならない。ただし、願い出た期日を含む学期の授業料その他の学費を納入していなけ

ればならない。 

（転 学） 

第56条 他の大学院から本大学院に転学を志願する者があるときは、本大学院に欠員がある場合に限り、選考の上、

研究科委員会の議を経てこれを許可することがある。 

２．本大学院から他の大学院に転学を志願する者があるときは、その願い出の理由によって、研究科委員会の議を

経てこれを許可することがある。 

（再入学） 

第57条 本学則第55条によって退学した者または第58条第１項第１号、第３号から第５号の規定により除籍された

者が、再入学を願い出るときは、選考の上、研究科委員会の議を経てこれを許可することがある。ただし、入学

の時期は本学則第48条によるものとする。 

２．再入学に関する規定は別に定める。 

（留 学） 

第57条の２ 外国の大学院あるいはこれに相当する高等教育機関に留学を希望する者は、許可を得て留学すること

ができる。 

２．前項の留学期間は、１年を限度として、在学年数に算入することができる。 

３．留学に関しては、必要事項は、別に定める。 

（除 籍） 

第58条 次の各号の一に該当する者は研究科委員会の議を経て除籍する。 

(1) 本学則に定める期限までに授業料等の学費を納入していない者 

(2) 本学則に定める在学年限を超えた者 

(3) 本学則に定める休学期間を超えた者 

(4) 長期間にわたり行方不明の者 

(5) 本学所定の期日までに履修しようとする授業科目の届け出がない者 

２．前項各号の取扱いについては別に規程を定める。 
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（住所変更等） 

第59条 学生が住所、氏名および本籍地を変更したときはただちに届け出なければならない。 

 

第７章 学費 その他 

（学 費） 

第60条 入学金、授業料、施設設備維持費、科目等履修登録料および科目等履修料の納入額および納入方法は別表

納入額第１の１の通りとする。 

２．入学検定料は別表納入額第１の２の通りとする。 

（納入金の不還付） 

第61条 一度納入した学費その他の納入金は返還しない。ただし、入学時の学費については、本人および保証人の

連署で所定の期間内に入学辞退の申し出のあった者に限り入学金以外の納入金を返還する。 

（学費徴収の猶予） 

第61条の２ 経済的理由によって授業料等学費の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者またはその他

止むを得ない事情があると認められる者で、当該研究科を経て願い出たときは、授業料等学費の徴収を猶予する

ことがある。 

２．授業料等学費の徴収の猶予に関する規程は別に定める。 

 

第８章 科目等履修生･外国人学生･委託生･研究生 

（科目等履修生） 

第62条 本学則第49条の各号の一に該当する者が、本大学院の授業科目中、その一部について履修を願い出るとき

は、学生の学修に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。 

２．科目等履修生として履修し試験に合格した者は、その授業科目所定の単位を与えることができる。 

３．科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。 

（科目等履修料等） 

第63条 履修を許可された者は、本学則第60条第１項に定める科目等履修登録料および科目等履修料を所定の期日

までに、納入しなければならない。 

（外国人学生） 

第64条 外国公館の証明のある外国人で、入学を志願する者があるときは、特別の選考の上、外国人学生として、

入学を許可することがある。 

（委託生） 

第65条 他の大学院または公共機関から、本大学院における学修を委託された者があるときは、学生の学修に支障

のない場合に限り、これを許可することがある。 

（研究生） 

第65条の２ 本学則第49条の各号の一に該当する者が、本大学院において特定の課題について研究することを願い

出るときは、学生の学修に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することがある。 
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２．研究生に関して必要な事項は別に定める。 

（外国人学生等の納入金） 

第66条 外国人学生および委託生の授業料その他の納入金については、科目等履修生に準ずる。 

（科目等履修生等の正規学生に関する規程の準用） 

第67条 科目等履修生、外国人学生、委託生および研究生については、本章の規定のほか正規の学生に関する規定

を準用する。 

 

第９章 研究指導施設 

（研究指導施設） 

第68条 本大学の図書館、その他の研究施設を大学院学生に使用させる。 

 

第10章 厚生保健施設 

（厚生保健施設） 

第69条 大学の保健室、学生食堂、寄宿舎、運動施設その他の厚生保健施設を本大学院学生に使用させる。 

 

第11章 賞   罰 

（表 彰） 

第70条 人物、学業が特に優秀な者、または学生の模範となる行為をした者は、研究科委員会の議を経て、学長が

これを表彰することがある。 

（懲 戒） 

第71条 本大学院教育の趣旨に背き、または学生の本分に反する行為をした者は、研究科委員会の議を経て、学長

がこれを懲戒する。 

２．懲戒は訓告、停学および退学とする。 

３．退学は次の各号の一に該当する者に対して行なう。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学業をおこたり、または研究能力がなく成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当な理由がなく出席常でない者 

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

附 則 

 本学則は昭和 41 年４月１日から施行する。 

（略） 

附 則 

 この改正学則は、平成 18 年４月１日から施行する。 
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 なお平成 17 年度以前に入学した者については、第 60 条の規定にかかわらず従前の例による。 

附 則 

 この改正学則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 なお平成 18 年度以前に入学した者については、第 26 条の規定にかかわらず従前の例による。 

附 則 

 この改正学則は、平成 20 年４月１日から施行する。 

 なお平成 19 年度以前に入学した者については、第 49 条の規定にかかわらず従前の例による。 

附 則 

この改正学則は、平成 21 年４月１日から施行する。 

なお平成 20 年度以前に入学した者については、従前の例による。 

附 則 

１．この改正学則は平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

２．第 8 条の規定にかかわらず、平成 23 年 4 月 1 日から学生募集停止の比較文化研究科比較文化専攻については、

在学生がいなくなるまで存続するものとする。 

３．平成 22 年度以前に入学した者については、特に定めのある場合を除き、従前の例による。 

４．別表第４の１納入金方法２は、平成 23 年度より適用する。 

附 則 

１．この改正学則は、平成 24 年４月１日から施行する。 

２．なお平成 23 年度以前に入学した者については、従前の例による。 

 

別表納入額第１の１ 

納入額 

 

 家政学研究科 文芸学研究科 比較文化研究科 

入 学 金 300,000 円 300,000 円 300,000 円 

授 業 料（年    額） 650,000 円 650,000 円 650,000 円 

施設設備維持費（年    額）  70,000 円  20,000 円  20,000 円 

科目等履修登録料  16,000 円  16,000 円  16,000 円 

科 目 等 履 修 料（１単位につき）  12,000 円  12,000 円  12,000 円 

納入方法 

１．授業料および施設設備維持費は半額ずつ、前期分は４月 30 日まで、後期分は 10 月 20 日までに納入するものと

する。 

２．２年次以降の納入金は、新入学者の納入金（入学金を除く）と同額とする。ただし、標準修業年限を超えた学

生の納入金は、既定額の半額とする。 

３．休学期間中は当該年度納入金の半額を免除する。 

４．入学金は、修士課程および博士前期課程については、本大学学部卒業生には 150,000 円を、博士後期課程につ

いては、本大学院修士課程および博士前期課程修了者には全額免除する。 

５．再入学の入学金は徴収しない。 

別表納入額第１の２ 

入 学 検 定 料     30,000 円 
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2.   博士（学術）の学位審査に関する規則 
 

（目 的） 

第１条 この規則は、共立女子大学大学院学則（以下「学則」という。）に定めるもののほか、共立女子大学大学院

（以下「本学」という。）が授与する博士（学術）の学位審査に関する必要な事項を定めるものとする。 

（学位論文審査の申請） 

第２条 学則第40条に基づき学位論文の審査を申請する者は、指導教員の承認を得て、次の各号に掲げる書類を研

究科長に提出するものとする。 

(1) 学位論文審査願（別紙様式第１号） １部 

(2) 学位論文 ５部 

(3) 学位論文要旨（別紙様式第２号） 37部 

(4) 学位論文目録（別紙様式第３号） ５部 

(5) 学術論文等 ５部 

(6) 履歴書（別紙様式第４号） １部 

２ 前項第５号に規定する学術論文等は、学位論文の主内容にかかわるもので、原則として審査制度の確立された

学術雑誌又はそれに準ずる学術雑誌に、掲載又は受理されたものを含むものとする。ただし、共著論文である場

合は、その論文を学位論文の内容とすることについての共著者の同意書（別紙様式第５号により作成したもの）

を添付するものとする。 

３ 前２項に規定する書類の提出時期は、原則として毎年１月 15 日、４月 15 日、７月 15 日、10 月 15 日のそれぞ

れの期日までとする。ただし、提出期日が土・日・祝日の場合は、直前の平日とする。 

４ 学則第 41 条第３項に基づき学位論文の審査を申請する者についても、前３項の規定を準用する。ただし、申請

に先だって予備審査を受けなければならない。 

５ 前項ただし書きによる予備審査を受ける者は、学位論文予備審査願（別紙様式第６号）、及び第１項に規定する

書類のうち、次の各号に掲げる書類及び部数を提出するものとする。 

(1) 学位論文 ３部 

(2) 学位論文要旨（別紙様式第２号） 37部 

(3) 学位論文目録（別紙様式第３号） ３部 

(4) 学術論文等 ３部 

(5) 履歴書（別紙様式第４号） １部 

６ 第４項ただし書きによる予備審査を受けた者は、第１項に定める書類及び部数の提出は、同項第１号に定める

書類を除き、前項各号に定める書類及び部数を差し引いたものを提出するものとする。 

７ 単位修得後満期退学して博士論文を提出し受理された場合は、論文博士となる。退学後２年以内に博士論文を

提出したときには、原則として課程博士に準ずる審査を受けることができる。 

（学位論文審査手数料） 

第３条 学則第41条第３項に基づき学位論文の審査を申請する者については、150,000円の学位論文審査手数料を納

入するものとする。 

２ 前条第４項ただし書きによる予備審査を申請する者については、25,000 円の学位論文予備審査手数料を納入す

るものとする。 
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３ 本学の博士後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得して退学した者のうち、退学後２年以内に学位論文

を提出する場合は、前２項の学位論文審査手数料の納入を必要としない。 

（学位論文審査委員会） 

第４条 第２条の規定に基づき学位論文の審査請求があったときは、研究科長は、学則第42条に基づき、研究科委

員会における学位論文受理に関する議を経て学位論文審査委員会を組織し、学位論文の審査を付託するものとす

る。 

２ 学位論文審査委員会の委員の任期は、研究科委員会において学位論文審査の合格又は不合格が判定された日ま

でとする。 

（学位論文の審査、最終試験及び学力の確認） 

第５条 学位論文の審査及び最終試験は、学則第43条に基づいて行う。学則第41条第３項に定める学力の確認は、

学位論文に関連のある専攻分野の科目及び外国語について、口頭又は筆答によって行う。 

２ 本学の博士後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が学位論文の審査を申請する場合は、

前項の学力の確認を免除することができる。 

３ 第１項の学力の確認に係わる外国語は、原則として英語とする。ただし、英語によって教育を受けてきた外国

人の場合は、日本語を外国語と認めることができる。 

（審査期間） 

第６条 前条第１項に規定する学位論文の審査と最終試験及び学力の確認は、次の各号に掲げる期間内に行うもの

とする。 

(1) 本学の博士後期課程修了予定者にあっては、学位論文の提出年度末までとする。 

(2) 学則第41条第３項に定めた者にあっては、原則として学位論文を受理した日から１年以内とする。 

（審査結果の報告） 

第７条 審査委員は、学位論文審査、最終試験及び学力の確認を行ったときは、審査の結果及び評価に関する意見

を付して、その合否及び学力の確認の成績と共に、研究科委員会に報告しなければならない。 

２ 審査委員会の報告は、審査委員の５分の４以上の賛成を必要とする。 

（研究科委員会の審議） 

第８条 研究科委員会は、前条の審査結果に基づいて審議し、学位を授与することの可否を議決する。 

２ 前項の議決は、研究科委員会委員の総数の３分の２以上が出席し、出席者の３分の２以上の賛成がなければな

らない。ただし、公務、出張中及び休職中のため出席できない委員は、委員の総数に算入しないものとする。 

３ 研究科委員会が第１項の議決をなしたときは、研究科長は、学長に報告しなければならない。 

（学位の授与） 

第９条 学長は、前条第３項の報告に基づいて、学位の授与を議決された者に所定の学位記を授与する。 

２ 学長は、学位を授与できない者に対して、その旨を通知しなければならない。 

（学位論文の要旨等の公表） 

第10条 博士の学位を授与したときは、本学は、授与した日から３月以内に、その学位論文の内容の要旨及び審査

の結果の要旨を公表するものとする。 

（学位論文の公表） 

第11条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位の授与を受けた日から１年以内に、その論文を印刷公表す

るものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に印刷公表したときは、この限りではない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない理由がある場合には、本学の承認を受
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けて、当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合、本学は、

その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

（文部科学大臣への報告） 

第12条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から３月以内に学位授与報告書を文

部科学大臣に提出するものとする。 

（学位の名称の使用） 

第13条 学位を授与された者は、当該学位の名称を用いるときは「共立女子大学」と付記するものとする。 

（学位授与の取消） 

第14条 学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱

する行為があったときは、学長は、研究科委員会の議を経て学位の授与を取消し、学位記を返還させ、かつその

旨を公表するものとする。 

２ 研究科委員会が前項の議決をする場合は、第８条第２項の規定を準用する。 

（細 則） 

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正規則は、平成 15 年９月 12 日から施行する。 

附 則 

 この改正規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正規則は、平成 23 年４月１日から施行する。 



 ― 57 ―

3.   共立女子大学大学院研究生規程 
 

第１条 本学大学院学則第65条の２の規定にもとづき研究生に関する事項を定める。 

第２条 研究生は大学院の授業を担当する専任教員を指導教員とし、直接の指導をうけて研究に従事する。 

第３条 研究生の入学資格は本学大学院学則第49条第１項、第２項の各号の一に該当する者とする。 

第４条 研究生志願者は本学所定の次の書類に別表１の２に定める検定料を添えて教務課に提出しなければならな

い。 

(1) 入学願書 

(2) 履歴書 

(3) 最終出身学校の卒業証明書及び成績証明書 

(4) 健康診断書 

(5) 勤務のある者は所属長の承認書 

(6) 研究計画書 

(7) 指導を受ける教員の承認書 

第５条 研究生志願者については、研究科委員会の承諾を経て学長が入学を許可する。 

第６条 研究生の入学許可は毎学期の始めとし研究期間は６ヵ月又は１年とする。 

ただし特別の事情のあるときは、この限りではない。 

第７条 研究生として入学を許可された者は、別表１の１に定める納入金を所定の期日までに納入しなければなら

ない。 

第８条 研究生に対し指導教員が必要と認め、授業担当教員の承認があるときは、当該研究に関連のある授業に出

席することができる。 

第９条 研究生の単位修得の認定及び教育職員免許法施行規則第20条による単位の認定は行わない。 

第10条 研究生はその研究期間が修了したときは、研究の成果を提出するものとする。 

第11条 研究生に対しては、その申請にもとづき、在籍証明書および研究証明書を発行する。 

第12条 この規程に定められていない事項については本学大学院学則を準用する。 

附 則 

１ 研究生の受入は原則として一指導教員に対して一名とする。 

２ この規程は平成 13 年４月１日から施行する。 

 

別表１－１ 別表１－２ 

科 目 

摘 要 
研究料 実験実習料 入学検定料 

当該年度大学院の１／２ 当該年度大学院納付金 大学院授業料の

１／２（１年）

１／４（６ヵ月）

家政学研究科と

同額（１年） 

１／２（６ヵ月）  

 （ ）内は研究期間 
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4.  共立女子大学・共立女子短期大学給付奨学金規程 
 

（目的） 

第 1 条 この規程は本大学院・大学・短期大学に在籍する学生で、学業成績・人物ともに優れ、勉学意欲があるに

もかかわらず、家計が急変するなど修学が困難になった学生を支援する給付奨学金（以下「奨学金」という）に

ついて必要事項を定める。 

（資格） 

第２条 本学大学院・大学・短期大学に在籍（大学院学則第８章・大学学則第９章・短期大学学則第 10 章に該当す

る学生を除く）し、次のいずれかに該当する学生を対象とする。ただし、他の給付奨学金との併用は認めない。 

２．家計支持者の失職・死亡等により修学が困難になった学生 

３．家計支持者あるいは本人が火災・風水害等の災害により修学が困難になった学生 

４．上記以外で大学が認めた理由により修学が困難になった学生 

（給付年額および期間） 

第３条 当該年度の学費（授業料・施設設備維持費・実験実習料）の半額相当を上限とする。 

２．奨学金を給付する期間は、当該年度限りとする。ただし、次年度以降も再出願することができる。 

（奨学生数） 

第４条 年間の採用数は特に定めない。 

（申請） 

第５条 所定の申請書に家計が急変したことを証明できる書類を添付し、学生課に提出する。なお、申請の受付は

随時とする。 

（選定および決定） 

第６条 学生課は申請書を取りまとめ、学長に提示する。学長はこれを決定する。 

２．学生課は奨学生の採用の可否を本人に通知する。 

（交付） 

第７条 奨学金は本人指定の銀行口座に振り込む。 

（奨学金の取消しおよび返還） 

第８条 当該学生が学則によって懲戒処分をうけたとき、あるいは休学・退学等学籍に異動があったときは、学長

に報告のうえ奨学金の取り消しまたは返還を求めることができる。 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は常務理事会の承認を得るものとする。 

 

付 則 この規程は平成 18 年 12 月１日から施行する。 
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5.  共立女子大学・短期大学留学規程 
 

（目 的） 

第１条 この規程は、共立女子大学大学院学則第 57 条の２第３項、共立女子大学学則第 31 条の２第３項および共

立女子短期大学学則第 37 条の 5 第 2 項の規定に基づき、共立女子大学大学院・共立女子大学・共立女子短期大

学（以下「本学」という。）の学生が、外国の大学あるいはこれに相当する高等教育機関（以下「外国の大学等」

という。）に留学する場合の必要な事項を定めることを目的とする。 

（留学先） 

第２条 学生が留学できる外国の大学等は、次のとおりとする。 

(1) 協定校－教育・学術研究に関する相互交流協定を締結した外国の大学等 

(2) 提携校－学生の派遣に関する覚書を取り交わした外国の大学等 

(3) 認定校－(1)、(2)以外で、学生が留学を希望する外国の大学等で本学が認定するもの 

（留学の定義と種類） 

第３条 留学とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 交換留学－学内選考を経て、協定校のうち学生の相互交流に関する協定を締結した大学等において、授業科

目を履修すること 

(2) 派遣留学－学内選考を経て、提携校において、授業科目を履修すること 

(3) 一般留学－(1)、(2)以外で外国の大学等において、授業科目を履修すること 

（留学資格） 

第４条 留学する者は、本学に１年以上在学し、留学する前年度までに 30 単位以上を修得していることを原則とす

る。ただし、大学院はこの限りではない。 

（留学許可申請） 

第５条 留学を希望する者は、原則として留学を開始する２ヵ月前（長期休暇中の場合は、この期間を除く。）まで

に、次の書類を本学に提出しなければならない。 

(1) 本学所定の「留学願」および「留学計画書」 

(2) 留学先が発行する「入学許可書」あるいは「受入許可書」等 

(3) 留学先の概要を示す「大学案内」等（一般留学の場合のみ提出） 

（留学の選考および許可） 

第６条 留学の許可は、本学教授会の議を経て学長が決定する。 

２ 第３条第１項第１号及び２号に該当する学生の選考は、大学・短期大学国際交流委員会が行う。 

（留学期間と在学年数への算入） 

第７条 留学期間は、原則として半期あるいは１年とし、在学年数に算入する期間は１年を限度とする。 

（継続履修） 

第８条 留学年度に履修登録をし、半期の履修を終了した授業科目を帰国年度以降の半期に継続して履修すること

を「継続履修」という。継続履修は本学教授会の承認のもとに通年の履修として認めることができる。 

２ 担当教員がその授業を担当していない場合、また該当する科目が開講されていない場合は、代替科目の措置が

とられる場合がある。 

３ 継続履修は、１年を超える留学には認められない。 

４ 留学開始の学年に履修登録した授業科目の成績は、継続履修の終了まで保留として処理される。 

（留学中に修得した単位の認定） 
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第９条 外国の大学等において修得した単位のうち、本学教授会が適当と認めたものは、大学院は修士課程および

博士前期課程においては 10 単位、博士後期課程においては４単位、大学は 60 単位、短期大学は 30 単位（看護

学科にあっては 46 単位）を超えない範囲で卒業に必要な単位として認めることができる。 

２ 外国の大学等において修得した単位の認定を希望する者は、次の書類を本学に提出し教授会の承認を得なけれ

ばならない。 

(1) 本学所定の「単位認定願」 

(2) 単位の認定を希望する本学授業科目とそれに内容が整合する外国の大学等で単位修得した授業科目のリスト 

(3) 外国の大学等が発行する成績証明書および授業を受けた科目の内容を説明した書類 

（留学終了の手続） 

第 10 条 留学生は、帰国後１ヵ月以内（長期休暇の場合は、この期間を除く｡）に次の書類を本学に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 本学所定の「帰国届」 

(2) 外国の大学等が発行する在学期間を明記した書類 

（授業料の免除） 

第 11 条 留学期間中の本学の授業料は、特別の定めがある場合を除き、次のとおりとする。 

(1) 交換留学をする学生は、留学期間中の本学の授業料を免除する。 

(2) 前号以外の学生は、留学期間中の本学の授業料の半額を免除する。 

（留学許可の取消） 

第 12 条 留学の許可の取消は、次の各号のいずれかに該当する場合、外国の大学等と協議のうえ本学教授会の議を

経て、学長が決定する。 

(1) この規程の定めに従わない場合 

(2) 留学の目的が達成できないと認められる場合 

(3) 傷病その他やむをえない理由により留学を続けることができない場合 

(4) 留学先の定めに従わず、秩序を乱すような行為があった場合 

２ 前項により留学の許可が取消された場合は、直ちに帰国し本学の指示に従うものとする。 

（細則） 

第 13 条 この規程の運用については別に定める。 

（規程の改正） 

第 14 条 この規程の改正は、共立女子大学・短期大学国際交流委員会で検討し、教授会の議を経て常務理事会の承

認を得るものとする。 

 

付 則 

この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

付 則 

この改正規程は、平成９年４月１日から施行する。 

付 則 

この改正規程は、平成 13 年４月１日から施行する。 

付 則 

この改正規程は、平成 16 年４月１日から施行する。 

付 則 

この改正規程は、平成 20 年４月１日から施行する。 
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6.  共立女子大学・短期大学国際交流奨学金規程 
 

（目的） 

第１条 共立女子大学院・大学・短期大学に在籍する学生に奨学金を給付することにより、共立女子大学･短期大学

留学規程（以下「留学規程」という）に基づく留学および海外研修を奨励し、国際理解を深め国際交流を振興す

ることを目的とする。 

（種類） 

第２条 国際交流奨学金の種類は次のとおりとする。 

(1) 交換留学奨学金。 

(2) 前号以外の留学規程に基づく留学奨学金（以下「規程留学奨学金」という）。 

(3) 本学主催海外研修奨学金（以下「海外研修奨学金」という）。 

（申請資格） 

第３条 交換留学奨学金の申請資格は次のとおりとする。 

(1) 「交換留学生募集要項」に基づき応募していること。 

(2) 過去に本奨学金を受給していないこと(規程留学奨学金または海外研修奨学金を受給した学生は交換留学奨

学金の対象外とする)。 

２. 規程留学奨学金の申請資格は次のとおりとする。 

(1) 留学先の大学等に入学許可を得ていること、または入学許可の申請等をしていること。 

(2) 前学期までの本学学業成績係数＜(３×Ａ科目単位数＋２×Ｂ科目単位数＋１×Ｃ科目単位数)÷修得単位数＞

が大学･短期大学国際交流委員会（以下「国際交流委員会」という）の定める一定の値であること。 

(3) 国際交流委員会の定める一定の語学力を有すること。 

(4) 過去に本奨学金を受給していないこと（交換留学奨学金または海外研修奨学金を受給した学生は規程留学奨

学金の対象外とする）。 

３． 海外研修奨学金の申請資格は次のとおりとする。 

(1) 海外研修に応募していること。 

(2) 本学において 16 単位以上を修得していること。 

(3) 過去に本奨学金を受給していないこと（交換留学奨学金または規程留学奨学金を受給した学生は海外研修奨

学金の対象外とする）。 

（申請時期） 

第４条 各奨学金の申請時期は次のとおりとする。 

(1) 交換留学奨学金は交換留学応募時とする。 

(2) 規程留学奨学金は原則として毎年 1 月末とする。 

(3) 海外研修奨学金は研修応募時とする。 

（申請方法） 

第５条 各奨学金の申請方法は次のとおりとする。 

(1) 交換留学奨学金は所定の「交換留学生応募用紙」を国際交流室に提出する。 

(2) 規程留学奨学金は所定の「規程留学奨学金申請書」、「本学学業成績証明書またはそれに準ずるもの（写）」、

「留学先の大学等が発行する入学許可書または留学先の大学等に提出した入学願書等（写）」、「留学先言語の語
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学力を証明するもの（写）」および「留学目的･学習計画と将来の展望(日本語)」を国際交流室に提出する。 

(3) 海外研修奨学金は所定の「海外研修奨学金申請書」および「本学学業成績証明書またはそれに準ずるもの

(写)」を国際交流室に提出する。 

（給付額および人数） 

第６条 各奨学金の給付額および人数は原則として次のとおりとする。 

(1) 交換留学奨学金は 1 年間とし、当該学部学科・年度の授業料の半額とする。 

(2) 規程留学奨学金は 1 年間の場合は当該学部学科・年度の授業料の半額、6 ヶ月の場合は 4 分の１とし、給付

人数は前号を含め 10 名以内とする。 

(3) 海外研修奨学金は各研修 1 名、各 5 万円とする。 

（選考方法） 

第７条 各奨学金の選考方法は次のとおりとする。 

(1) 交換留学奨学金は協定校の奨学金制度に基づく奨学金受給者を除く全ての交換留学生に給付する。 

(2) 規程留学奨学金は留学先を勘案し、申請書類および面接（日本語および留学先言語）により選考する。 

(3) 海外研修奨学金は学業成績係数により選考する。 

（決定） 

第８条 国際交流委員会が、各奨学金の選考方法に基づき候補者を選考の上、学長に推薦し決定する。 

（給付方法） 

第９条 原則として渡航前に本人名義の指定口座への振り込みとする。 

（返納） 

第 10 条 各奨学金の返納は次のとおりとする。 

(1) 交換留学および規程留学奨学金を受給した学生が、留学開始前に留学を中止した場合は、給付額の全額を速

やかに学園へ返納する。 

(2) 交換留学および 1 年間の規程留学奨学金を受給した学生が、前半の学期終了前に正当な理由なく留学を中止

あるいは留学先を変更した場合は、給付額の全額を速やかに学園へ返納する。 

前半の学期終了後の場合は、給付額の半額を速やかに学園へ返納する。 

(3) 6 ヶ月の規程留学奨学金を受給した学生が、正当な理由なく留学を中止あるいは留学先を変更した場合は、

給付額の全額を速やかに学園へ返納する。 

(4) 海外研修奨学金を受給した学生が、研修開始前に不参加となった場合は､全額を速やかに学園へ返納する。 

(5) 本条に定めがなく特別の理由がある場合は、国際交流委員会にて審議する。 

（報告書の提出） 

第 11 条 受給者は、帰国後１ヶ月以内に所定の報告書を国際交流室に提出する。 

（規程の改廃） 

第 12 条 本規程の改廃は、国際交流委員会の議を経て常務理事会の承認を得るものとする。 

 

付 則 

本規程は平成 18 年 10 月 1 日より施行する。 
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7.  共立女子大学・共立女子短期大学研究倫理審査委員会規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、共立女子大学・共立女子短期大学で実施する人を対象とする研究又は人体より採取した材料

を用いる研究について、「ヘルシンキ宣言」（2004 年改訂）等の主旨に沿い、特に疫学研究については「疫学研究

に関する倫理指針」（平成 14 年文部科学省・厚生労働省告示第２号）に基づいて、科学的合理性及び倫理的妥当

性についての審査を適正にかつ円滑に実施するために、本大学・短期大学に研究倫理審査委員会（以下「委員会」

という。）を設置することを目的とする。 

（審査対象） 

第２条 本委員会は、前条に規定する研究を対象として、研究計画、研究経過及び研究計画変更等（以下「研究計

画等」という）の科学的合理性及び倫理的妥当性の両面を審査する。 

２ 前項に該当する研究を実施しようとする研究者等は、必ず本規定に基づく申請を行わなくてはならない。 

（委員会の責務） 

第３条 委員会は審査を行うに当たっては、特に、次の各号に上げる点に留意しなければならない。 

(1) 研究の対象となる個人に理解を求め了解を得る方法。 

(2) 研究の対象となる個人の人権の保護及び安全の確保 

(3) 研究によって生じるリスクと科学的な成果の総合的判断 

（委員会の組織） 

第 4 条 委員会は、共立女子大学長・共立女子短期大学長(以下「学長」)の下に置く。 

２．委員は、６人以上とし、次に掲げる者から学長が委嘱する。 

(1) 人を対象とする研究に関わる教員 若干名 

(2) 前号以外の家政学部及び文芸学部、国際学部、生活科学科、文科、看護学科の教員 若干名 

(3) 前各号のほか学長が必要と認める者 

３．委員の任期は、２年とする。但し、再任は妨げない。 

４．委員の退任等により後任者を補充する必要がある場合には、その委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（委員会の運営） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２．委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３．委員長は、会務を統括する。 

４．副委員長は、委員長の職務を補佐する。 

５．委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。 

（議事） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２．委員会は、過半数の出席がなければ、合意又は議決することは出来ない。ただし、あらかじめ委任状を提出し

て欠席した者については、出席とみなすことができる。 

３．委員長が必要と認めたときは、案件ごとに委員以外のものの出席を求め、その意見を聞くことが出来る。 

４．委員会の合意及び議決にあたっては、委員及び担当事務局員以外の者は退場しなければならない。 

５．審査の判定は、出席委員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、議決を持って判定する
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ことが出来る。議決は過半数をもって行い、同数の場合には委員長が決定する。 

６．当該研究の判定は、次の各号に挙げる表示による。 

(1) 非該当 

(2) 承認 

(3) 条件付き承認 

(4) 変更の勧告（要再申請） 

(5) 不承認 

７．研究計画が軽易な事項に該当する申請の審査は、委員会が定める運営要領に基づき迅速審査を行うことができ

る。 

８．委員長は、委員会の判定又は迅速審査の判定について、様式１により速やかに学長に報告しなければならない。 

９．審査経過及び判定は記録として保存すると共に、議事要旨は公開されなければならない。 

（申請手続き、判定の通知） 

第７条 審査を申請しようとする研究者等は、様式２による申請書に必要事項を記入し、必要な資料を添えて、学

長に提出しなければならない。学長は、申請に対して速やかに委員会に意見を求めなければならない。 

２．申請した研究者等又はその申請の内容を熟知する者は、委員長の求めがあった場合には、委員会に出席し、研

究計画等を説明しなければならない。 

３．学長は委員会の意見を尊重し、当該申請のあった研究計画等の可否を裁定し、その判定結果を様式３による通

知書をもって申請者に通知しなければならない。 

４．前項に通知をするに当たって、審査の判定が前条第６項第３号、第４号又は第５号に該当する場合には、その

条件もしくは、変更又は不承認の理由等を記載しなければならない。 

５．全２項の通知に対して、申請者は書面をもって委員会に不服を申し立てることが出来る。 

（委員の守秘義務） 

第８条 委員会の委員は、審査等で知りえた個人及び研究経過等に関する情報を法令に基づく場合など正当な理由

なしに漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。 

（事務局） 

第９条 委員会事務局 (以下「事務局」という。) を教務課におく。 

２．事務局は、委員会に関わる庶務を行う。 

３．事務局員は、審査等に関わる庶務を行う上で知り得た個人及び研究計画等関する情報を法令に基づく場合など

正当な理由なしに漏らしてはならない。 

（規定の改正等） 

第 10 条 この規定の改正は、委員会の検討を経て、学長が決定する。 

（雑則） 

第 11 条 この規定に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、かつ、学長の裁

定を得て別に定める。 

 

附則 

この規定は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 
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Ⅶ   伝達 他 

学外からの学生の住所・電話番号等に関する問い合わせには一切応じていません。大学からと偽って自宅や留守

宅に住所・電話番号を問い合わせたり、学外に呼び出したりするケースもありますが、本学では、学生を学外に呼

び出したり、プライバシーに関する内容を電話で連絡することは行なっていません。不審な電話には、決して応じ

ないよう注意して下さい。 

Ｗｅｂページアドレス 

ページ名称 ＵＲＬ 

共立女子学園 http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/ 

 
 

個人情報の取り扱いについて 

本学園では「個人情報保護方針」を制定し共立女子学園ホームページで公開するとともに、学園全体で個人情報

保護に取り組んでいます。 

入学時及び在学中に本学園が取得する個人情報には次のものがあります。 

学籍簿、学生カード、履修状況および成績、取得資格、学籍異動、学費納入状況、奨学金取得状況、健康診断

結果、課外活動状況、その他正課および正課外に関する個人情報、進路登録カード、各種報告書、進路届 

 

■ 個人情報の利用目的 

取得した個人情報は下記の目的の範囲内において適正に利用いたします。 

 

＜在学中＞ 

１．学籍管理､履修支援､成績管理､進級および卒業判定､海外研修および留学､その他教育支援に関する事項 

２．他校との単位互換協定に基づく学生の相互派遣に関する事項 

３．学外実習に関する事項（教育実習、介護等体験、臨地実習等にかかわる業務） 

４．課外活動、奨学金申請、通学区間や経路の確認、その他学生生活支援に関する事項 

５．健康管理に関する事項 

６．学費納入に関する事項 

７．各種証明書および学生証・学位記発行 

８．本学園からの通知・連絡、学生への連絡（掲示を含む。） 

９．本学園からの保護者または保証人への連絡・通知 

10．教育改善、学生生活改善を目的とした各種資料の作成 

11．教育内容の広報またはＰＲに関する事項 

12．進路支援に関する事項 
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＜卒業後＞ 

１．本学園からの情報提供に関する事項 

２．本学園からの依頼に関する事項 

３．卒業生の活動支援に関する事項 

４．在学生の支援に関する事項 

 

■ 共立女子学園後援会への提供 

総会関連のご案内のために利用します。 

 

■ 社団法人共立女子学園櫻友会（同窓会）への提供 

機関誌の発送、櫻友会主催の事業（行事・講習・催し物）に関する連絡、支部との連絡に利用します。 

 

■ 個人情報の第三者提供 

取得した個人情報は、上記以外には、原則として事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。 
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